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＊文部科学省

・学校における子供の心のケア　－サインを見逃さないために（5月23日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2014/05/23/1347830_01.pdf
＊朝日新聞

・施設で子ども養護、日本８５％　国際ＮＧＯ「人権侵害」（5月1日）

・（もう一度、憲法を読む）差別ない社会、議論から（5月2日）

・（天声人語）広がる「バナナの輪」（5月3日）
・（天声人語）子どもの日とサンマ（5月5日）

・石川）憲法はどこへ　非差別、学校作りの中心（5月6日）

・１０代襲うリベンジポルノ　スマホ普及で被害拡大（5月6日）

・ＬＩＮＥ利用は１０代７割、２０代８割　全体でも倍増（5月6日）

・性的少数者の７割、いじめられた経験　３割「自殺考えた」　民間調べ（5月8日）

・大分）体罰４８件、１年で１割以下に減少　公立校調査(5月9日)
・嘉手納基地内の少女暴行で起訴　１８歳少年を米司法省(5月13日)

・高校、スマホ禁じず活用　ＬＩＮＥ連絡・辞書アプリ　「社会出たら必須」危険性も指導

（5月17日）　
・（ひと）遠藤まめたさん　ＬＧＢＴの若者支援に取り組む(5月20日)

・学童保育、３０万人分拡充へ　「小１の壁」解消策（5月20日）

・（学びを語る）子どもの五月病　体の変調、まずは話を聞くことから　内田良子さん

（5月21日）

・生みの親知りたい」どう応える　特別養子縁組（5月21日）

・東京）「手出す前に３数える」　体罰根絶へ専門家が助言（5月24日） 
・ＬＩＮＥに示唆、中３自殺　長崎で１月、いじめ原因か（5月28日）

・長崎）つながり、社会で保障を　チャイルドライン（5月28日）

＊毎日新聞

・社説:柔道事故で有罪　子供の命預かる自覚を（5月2日）

・余録:銀座の路地に行列ができているので…（5月5日）

・発達障害:就活に光　人間関係苦手でも適職を　京都（5月6日）

・ＳＯＳ・なくせストーカー:再被害防ぐ更生プログラム　加害者８割、脱ＤＶ　暴力容認の価値観変える（5月8日）

・東日本大震災:被災児、心身への影響報告　不適切な養育に懸念　仙台のＮＰＯ　／宮城（5月9日）

・フードバンク山梨:支援の３割、１９歳以下　食料届けた困窮者−−ＮＰＯ調査　／山梨（5月10日）

・児童ポルノ禁止法:所持だけで処罰も　今国会にも改正案審議入り（５月１９日）
・交流サイト:性犯罪被害の子ども「スマホ入り口」１．７倍４６７人−−昨年下半期（５月２０日）

・学童保育:３０万人拡充　女性就労後押し　５年後目標、政府方針（５月２０日）

・高体連:体罰指導者は１年間出場停止…根絶ルールを制定（5月22日）

・いじめ対策:全国調査　文科省、実態把握へ　法成立１年（5月24日）

＊産経新聞

・性非行や性虐待被害児への支援拡充を　「性暴力救援センター」全国研修会で議論（4月30日）

・親が育てられない子供、８５％超が施設入所　里親委託は１４％（5月1日）

・ストーカー一元対応、垣根取り払い、事件防げ　４月から全国警察（5月1日）

・「殴ってみいや」　生徒の挑発に乗った教諭を懲戒処分　全治１０日間の打撲に「体罰の意識なかった」　大阪府教委（5月1日）

・同性愛などの「性的少数者」、７割がいじめ経験（5月5日）

・「どんな環境で育っても夢かなえる権利ある」　養護施設出身者を支援　ＮＰＯ代表　林恵子さん（４０）　（5月4日）

・描くことのできなかった未来が見えた…「ライフストーリーワーク」が里親に育てられた子の人生を再生する（5月4日）

・見過ごされる「男性」の性犯罪被害…少年時代に集中、全国で毎年１００人以上、「自分は変態なのか」思い悩む被害者たち（5月7日）

[主張]・ストーカー殺人　被害者守る対策を尽くせ（5月8日）

・［衝撃事件の核心 west］「わいせつ目的」隠し供述二転三転…三重・女子中生致死事件、県警・遺族振り回した少年の“心の闇”、殺人で起訴できず遺族無念(5月10日)

・突然、路上に置き去りにされる子供…　ＳＯＳ知らない母親（５月１３日）

・Ｖｏｌ．７　知ることで広がる自然な配慮　アスペルガー症候群を優しく解説（5月14日）

・容易でない家探し、離婚へ「共同生活」する母子たち…家賃３万～４万円、礼金・保証人「必要なし」

(5月18日)

・子供の貧困なくして　学生ら、基金設立を提言（5月18日）

［若手記者が行く］
・「スマホ＝ネット」トラブルを回避する力を子供につけさせるために…神戸市教委が教える“自律”

（5月18日）
＊読売新聞

・家出で性暴力被害２６人…救援センター報告（4月30日）

・苦しむ子に未来の扉（5月3日）

・こどもの日　無限の可能性を大切に育もう（5月5日）

・「親も一緒に悩ませて」（5月9日）

・「学力」より「優しさ」　保護者意識調査（5月9日）
＊文部科学省

・学校における子供の心のケア　－サインを見逃さないために（5月23日）
危機発生時における学校等の適切な対策を講じる際の基礎資料を得るため、平成24年5月に「非常災害時の子どもの心のケアに関する調査」を実施し、健康観察や心のケアの進め方、メンタルヘルスの基礎知識について解説した教職員用の指導参考資料を作成。教職員による健康観察の必要性、危機発生時の健康観察のポイント、学校における心のケアの基本や健康相談のポイント等を具体的に示し、日常から心のケアを進めていくための方策等について理解が深められるよう構成されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2014/05/23/1347830_01.pdf
＊朝日新聞

・施設で子ども養護、日本８５％　国際ＮＧＯ「人権侵害」（5月1日）
生みの親が育てられない子どもの大半が施設で暮らす日本の現状は、数万人の子どもたちから家庭で育つ機会を奪い、人権侵害ともいえる――。国際人権ＮＧＯヒューマン・ライツ・


ウォッチ（ＨＲＷ）は１日、日本の社会的養護の問題を指摘する調査報告書を公表した。２００９年に東京事務所を開設して以来、日本についての初の本格的な調査で、今後、政策の見直しを訴えていくという。

　社会的養護は、親を亡くしたり、親が育てる意思や能力を持たなかったりする子どもを育てる公的制度。国内では、対象となる２０歳未満の子どもが４万人余りいて、そのうち、原則１８歳まで家庭で養育する「里親」などと暮らす子は全体の約１５％にとどまる。残る約８５％は乳児院や児童養護施設、自立援助ホームなどで暮らしており、報告書は「不必要な施設入所で家庭的環境を奪うことは人権侵害である」と非難した。

　原因としては、子どもの預け先を決める児童相談所の要員不足などを指摘した。海外では、社会的養護の対象の子どもが施設で暮らす割合は、豪州が１割弱、米国が２割強、韓国が６割程度だという。

　日本も批准している国連子どもの権利条約は「子どもは家庭環境の下で幸福、愛情及び理解ある雰囲気の中で成長すべきだ」と定め、締約国の状況を監視する子どもの権利委員会も「施設入所は最終手段だ」としている。（後藤絵里）

http://digital.asahi.com/articles/ASG4Z6D4RG4ZULZU00L.html?_requesturl=articles%2FASG4Z6D4RG4ZULZU00L.htmlamp
・（もう一度、憲法を読む）差別ない社会、議論から（5月2日）
■ヘイトスピーチ訴訟に携わった具良鈺（ク・リャンオク）さん（３１）

　国家権力に邪魔されず、自由に議論したり文章を発表したりできる。それが１９条や２１条の理念であり、民主主義の根幹です。一方で、人を深く傷つける言動もあります。

　４年ほど前、「在日特権を許さない」とする団体が京都の朝鮮学校周辺で街宣活動をしました。メッセージは「犯罪者に教育された子ども」「朝鮮半島に帰れ」といった内容でした。いわゆるヘイトスピーチです。

　在日３世で弁護士でもある私は、街宣活動中止などを求めて訴えた学校側の代理人を務めました。団体側は訴訟で「言論・表現の自由」にあたると主張しましたが、京都地裁判決は人種差別にあたると判断しました。

　どこまで言論・表現の自由の範囲内なのか線引きは難しい。みんなで議論し、差別を許さない社会をつくる。憲法が求めていることではないでしょうか。

　　　　　◇

　《１９条》　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

　《２１条》　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

http://www.asahi.com/articles/ASG4X775XG4XUTIL06M.html
・（天声人語）広がる「バナナの輪」（5月3日）
　「バナナの輪」が世界に広がっている。先月末、サッカー・スペインリーグの試合で、観客がブラジル人選手に向けてバナナを投げ込んだ。サル扱いを意味する侮辱であり、人種差別である▼当の選手はこともなげに拾って皮をむき、一口ほおばって競技を続けた。そのクールな態度が称賛を呼んだ。ブラジルのスター、ネイマール選手はバナナを手にした自分の画像をネットに掲げ、「俺たちは皆サルだ」と書いて抗議の意思を示した▼元日本代表監督のジーコさんやインテル・ミラノの長友佑都（ゆうと）選手も輪に加わった。誰に指図されたのでもないだろう。差別反対を訴えるうねりの、あっという間の広がり方は爽快ですらある。この世界にはまだ希望があると感じさせる▼最近の我が世相を顧みる。サッカー競技場に「日本人のみ」の横断幕が出現した。四国の遍路道でも外国人排斥の貼り紙が現れた。ヘイトスピーチの当事者は、憲法が保障する表現の自由を盾に正当性を主張する▼もとより差別は自由を奪う。例えばナチスの記憶を受け継ぐドイツは、自由の敵には自由を与えない。ヘイトスピーチは法で罰せられる。不寛容を許さない姿勢は「たたかう民主制」と呼ばれる▼ただ、そこには、誰が敵かを権力が恣意（しい）的に決める危険性も潜む。だから、日本国憲法は自由の敵を初めから排除はしていない。この場合、敵にまず立ち向かわなければならないのは社会であり、個々人ということになる。そう、あのバナナの輪のように。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11116824.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11116824
・（天声人語）子どもの日とサンマ（5月5日）
　きのうの「みどりの日」をもって春は終わり、きょう「こどもの日」から夏が始まる。暦の上のことだが、伸びざかりの命を祝う日にふさわしい。風薫る季節、タケノコがぐんぐん若竹に育っていくときだ▼タケノコに限らず若い緑には新たな息吹がある。こどもの日の第１回を祝ったのは１９４９（昭和２４）年だった。全国で２７０万人が産声をあげた年で、奇（く）しくもベビーブームの頂点にあたる▼〈我ら戦争に敗れたあとに／一千万人の赤んぼが生（うま）れた／だから海はまつ青で／空はだからまつ青だ〉と叙情詩人の三好達治は書いた。生まれくる子は、傷だらけの体で立ち上がったこの国の、かけがえのない授かりものだった▼えんやこらと復興の泥坂を上る大人を、小さな瞳が励ました。筆者は昭和３０年代の生まれだが、あの頃も子どもが多かった覚えがある。昨今は、表で遊ぶ姿を見かけることも少ない▼少子化に加えて、子どもの日常はますます遊びから遠のいていると聞く。時間、空間、仲間の三つを、遊びに欠かせない「サンマ（三間）」と呼ぶそうだ。放課後の外遊びもサンマがあればこそ。いまや都市部では原っぱという「黄金空間」も消えて久しい▼〈少年時友とつくりし秘密基地ふと訪ぬれば友が住みおり〉笹公人（ささきみひと）。鬼ごっこも缶けりも、長じて何かの役に立ったとも思えないまま、何かの役に立っている。それが遊びというものだろう。サンマを上手に確保するつとめが社会にある。無論こどもの日だけではなく。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11120142.html?_requesturl=articles%2FDA3S11120142.htmlamp;iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11120142
・石川）憲法はどこへ　非差別、学校作りの中心（5月6日）
■元中学校長　砂上昌一さん（７１）

　サッカー・Ｊリーグの試合での差別的な横断幕が問題になった。しかし中学生たちに聞いてみると、サッカーに詳しい子は別にして「ジャパニーズオンリー」がなぜ差別なのか、誰を差別しているか分からないという子がほとんどだった。

　特定の立場の人を多数がのけ者にしていく。被害者に何の落ち度もなくても、誤った見方で排除されてしまう。これはいじめにも通じる。私はいじめも差別の問題としてとらえなければいけないと思っている。

　砂上さんは関西の大学で学び、部落差別問題と出あった。中学の国語教師になって３０歳を過ぎたころ、石川ではあまり取り組まれて来なかった同和教育の実践を始めた

　部落差別を単にかわいそうだというとらえ方をしたら、差別の実態が見えなくなる。いじめも差別の一つとして考えるなら、「やさしくしよう」といった心がけの問題では解決しない。

　「寝た子を起こすな」と言う人もいるが、とんでもない。差別を受け人権を侵害されている人の過酷な現実を、子供とともに学ばなければいけない。

　子供たちには「差別はいけないとか、わしが勝手に言ってるのと違うで。日本人の総意として『法の下の平等』が決められてるのや」と説明している。

　それが憲法１４条だ。差別のことを教えても憲法の問題として意識されないことが多いが、本当は一つ一つの条文が、そうやって実生活とつながっている。それを子供たちにも感じ取ってほしい。

　同和教育には３０年以上かかわり、校長としても人権教育を具体化させようと努めた

　誰も差別しないということを、学校作りの中心に置く。それが憲法をいかすということやとも思う。

　定年後に在日朝鮮人の研究を始めたのも、学校での在日の子供たちとの出会いがきっかけだった。外国籍の子供たちの教育を受ける権利は、十分に保障されているとはいえない。憲法２６条の「国民」とは誰のことなのか、もう一度考えないといけない。

　今の学校は、成績を競うことばかりで、学力ではじき飛ばされた子は、いじめの対象にもなり得る。教員も管理されて、やたら報告書ばかりを書かされ、まるで会社みたいだ。

　「憲法は会社の門前で立ち止まる」という言葉がある。効率や成果を重視するあまり人権が軽視される恐れがあるという意味だが、最近では学校もそうなりつつあるのではないかと思えてならない。（構成・樋口大二）

　　　　　◇

　すながみ・しょういち　１９４３年、加賀市生まれ。立命館大卒業後、中学教諭に。加賀市で６年間校長を務め２００３年に定年退職した後、金沢大大学院で北陸地方の在日朝鮮・韓国人の歴史を研究し、修士課程を修了。現在は県同和教育研究協議会会長。

■憲法１４条・２６条

　１４条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。（２、３項略）

　２６条　すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

　２　すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

http://digital.asahi.com/articles/ASG4T5SV8G4TPJLB011.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG4T5SV8G4TPJLB011
・１０代襲うリベンジポルノ　スマホ普及で被害拡大（5月6日）
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　ふられた腹いせに、交際していた相手のわいせつ画像をインターネット上に流出させる――。「リベンジ（復讐〈ふくしゅう〉）ポルノ」と呼ばれる被害が増えている。いったん画像が流出すると拡散を防ぐのは難しい。被害者の大半は、１０代の子どもたちだ。

　東京都内に住む女性（１９）のスマートフォン（スマホ）が鳴った。

　「お前、俺のことナメすぎてっからさー、いつでも（画像を）流せるんだからな。忘れんなよ」

　今年３月のことだ。

　相手は「２４歳の看護師」を名乗る男。２カ月前に無料通話アプリの掲示板で知り合った。悩みやたわいもない話を真剣に聞いてくれた。女性は好意を抱くようになった。メッセージのやりとりを重ねるうち、写真を送るよう求められた。「顔が見たいな」。要求はエスカレートした。下着姿、そして裸。言われるまま、自分で撮った画像を送った。

　４月末にあった初公判などで明らかにされた２人の「交際」だ。男は女性から別れを切り出され、画像をネット上にばらまくと脅したとして、警視庁に脅迫容疑で逮捕された。

　２人は直接会ったことがなかった。男は福島県在住の介護士（４０）で、示していたプロフィール写真は別人のものだった。

　「画像を渡したのは彼のことが好きだったし、流出されるなんて思ってもみなかった」。女性は警視庁の事情聴取に答えたという。

　１０代の少女たちが「自画撮り」した裸の画像を交際相手に送って、被害に遭う事例は増えている。警察庁のまとめでは、全国で昨年、児童ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで摘発された事件のうち、１８歳未満に自画撮りの画像を送らせていたのは３１８件で、前年の１・３倍。捜査幹部は「スマホの普及が背景にある」とみる。

　（塩入彩）

　■「２人の秘密」共有に危うさ

　「『２人だけの秘密』の共有を迫られて断れなかったり、ネット上の『見ず知らず』の関係に気を許してしまったりする被害者が多い」。ネット上でのトラブル相談を受け付けている「全国ｗｅｂカウンセリング協議会」（東京）の安川雅史理事長は指摘する。

　都立高校２年の女子高生（１６）もそんな一人だ。

　彼氏に「おっぱいの写真送って」と頼まれ、スマホで自分の胸元を撮って送った。「正直、気持ち悪かった。彼氏も、送っちゃった自分も。でも、嫌われたくなかった」。彼氏とは別れたが、画像が悪用されないか今も心配だ。

　協議会では、多くても月３件ほどだった被害相談が昨年半ばから急増。今年３月には１カ月としては過去最多の３２件が寄せられた。過去２年間に寄せられた相談の約９割は女子中高生からだ。約７割は実際に交際していた相手とのトラブルだったが、約３割は無料通信アプリなどネット上で交流していた相手だった。

　安川理事長は「保護者や学校が子どもたちに、自分を傷つけるような画像を安易に送るのは危険だと伝えることが大切だ」と話す。有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングソフトの活用も効果的だという。

　（牛尾梓）

　■米は法整備、日本も検討

　警察は個別の事案ごとにさまざまな法律を適用して事件化を図っている。

　京都府警は昨年１２月、女子中学生（当時１４）のわいせつな姿を撮影し、「動画をインターネットでばらまく」と脅した男（同２４）を児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕。愛知県警は今年２月、元交際相手（同３７）の半裸の画像をネットに投稿したとして、無職の男（同４６）を名誉毀損（きそん）容疑で逮捕した。ただ、いったんネット上に画像が流出すると完全に削除するのは難しい。

　被害者が自殺したり、名前を変えざるをえなかったりするなど、被害が２０００年代から深刻化している米国では流出行為を禁じる法整備が進む。ニュージャージー州では０４年、本人の許可なく性的な画像を流出させることを禁止。カリフォルニア州では昨年、嫌がらせ目的で画像をネットに載せることが禁じられた。違反者には最高で禁錮６カ月か１千ドルの罰金刑が科される。

　自民党は今年２月、特命委員会を設置し、罰則を盛り込んだ新法の検討を始めた。早ければ今国会での議員提案を目指す。委員会事務局長の三原じゅん子参院議員は「リベンジポルノは被害が一生ついてまわる性暴力であり性犯罪。日本は遅れている」と話す。

　（津田六平）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11121475.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11121475
・ＬＩＮＥ利用は１０代７割、２０代８割　全体でも倍増（5月6日）

ＬＩＮＥは若者を中心に広く浸透している

　無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」を使うのは１０代は７１％、２０代は８０％にのぼる――。こんな結果が、総務省の調査でわかった。全体では４４％と前年調査の２０％から倍増する。急速な普及で、いじめの温床になるなどの問題も起きている。

　東大大学院教授の橋元良明研究室と共同で一昨年から調べ、今回は昨年１１～１２月、１３～６９歳の１５００人が答えた。ＬＩＮＥを利用していると回答した人は、３０代でも６５％、４０代は４３％だった。全体では、フェイスブックは２６％、ツイッターは１８％だった。

　利用時間をみると、ＬＩＮＥやツイッターなどネットで他人とつながるソーシャルメディア（ＳＭ）全体の平均は平日で１０代が４８分、２０代が４５分で、ともに前年からほぼ倍増。メールの利用時間と逆転した。休日では１０代は７８分、２０代でも５２分に達した。多くがＬＩＮＥを使っているとみられる。

　一方、ＬＩＮＥで悪口を言われたり、仲間外れにされたりするいじめも問題化した。広島県にある高校の男子生徒が２月に自殺した問題では、男子生徒がほかの生徒からＬＩＮＥで批判されていたことが、学校の調査で判明している。愛知県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%88%88%E8%B0%B7%E5%B8%82.html" \o "刈谷市のトピックスを開く" 刈谷市では、ＬＩＮＥなどＳＭによるトラブルや生活習慣の乱れを防ごうと、４月から小中学生のスマホを夜間は保護者が預かる取り組みが始まっている。

　総務省情報通信政策研究所の三島由佳主任研究官は「ＬＩＮＥは便利だが、相手の反応を無視できずに長時間使うことで依存を強めたり、人間関係がこじれたりする恐れもある」と指摘する。

　携帯電話などに詳しい調査会社ＭＭ総研の横田英明・取締役研究部長は「ＳＭは、人と会ったり、会話したりという日常的なコミュニケーションと取って代わる面もある。子どものＳＭの使い方を親の世代が理解し、うまくコントロールすることが必要だ」と話す。（竹山栄太郎）

http://digital.asahi.com/articles/ASG533SVFG53ULFA004.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG533SVFG53ULFA004
・性的少数者の７割、いじめられた経験　３割「自殺考えた」　民間調べ（5月8日）
　同性愛者や性同一性障害者など性的少数者「ＬＧＢＴ」のうち７割が学校でいじめに遭い、３割は自殺を考えたことがあるという実態が、民間団体のインターネット調査で明らかになった。ＬＧＢＴ全体を対象にしたいじめに関する大規模な調査は初めて。

　調査はＬＧＢＴ当事者らでつくる「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」が昨年１０～１２月に実施。小中高時代を主に関東地方で過ごした１０～３５歳を対象とし、１０代の１６９人を含む計６０９人から回答を得た。

　いじめを受けた経験がある人は６８％にのぼった。いじめの内容（複数回答可）は、言葉の暴力が５３％、無視や仲間はずれが４９％、身体的暴力が２０％、服を脱がされるといった性的暴力が１１％となった。

　また、そのうち７２％が１年以上にわたっていじめられていた。いじめを行ったのは、大半が同性の同級生だったが、１２％は「担任教師」と回答した。

　いじめを受けたことについては５２％が「誰にも相談しなかった」と回答。３割が自殺を考え、２割がリストカットなどの自傷行為をしていた。相談相手としては母親が２９％、続いて担任教師（１９％）だった（複数回答可）。ＬＧＢＴに関する冗談やからかいを見聞きした際は、２９％が「いじめられないよう一緒になって笑った」と答えた。

　団体の共同代表で、性同一性障害者の遠藤まめたさん（２７）は７日の記者会見で「全体の９％が小学校に入る前に『ＬＧＢＴかも』と感じている。教職員はカミングアウトを待つのではなく、正しい情報や肯定的メッセージを授業で伝えてほしい」と訴えた。同団体は６月に国会議員と文部科学省を交えた勉強会を予定しており、今後は全国規模の調査を目指すという。（二階堂友紀）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11122937.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11122937
・大分）体罰４８件、１年で１割以下に減少　公立校調査(5月9日)
　２０１３年度の県内の公立学校の体罰の報告件数は４８件だった、と県教委が発表した。大阪市立高校の男子生徒が部活で体罰を受けて自殺した問題を受けて実施した前年の１２年度の調査結果は５６７件。１年で１割以下まで減少した形だ。

　体罰やいじめなどの調査では、学校や教員の認識の持ち方で実態把握にばらつきがあるとされる。大きな事案が発生すると調査に対する報告件数が増える一方、時間が過ぎると減少する傾向があり、今回の件数が実態を反映しているかは不透明だ。

　県教委によると、調査は県内の公立小中高と特別支援学校で実施。１２年度と同じく児童・保護者と教職員にそれぞれアンケート形式で調べた。前年同様、げんこつや両手のこぶしで側頭部を押す「ぐりぐり」なども体罰に含めた。

　その結果、小学校は２９件（１２年度１９４件）、中学校１２件（同２３４件）、高校７件（同１３８件）といずれも激減した。

　報告内容は、教員が素手で殴る、蹴る、指示棒や教科書で殴る、など。「中学校で部活動の指導中に教諭が平手で生徒のほおをたたいた」「小学校で生徒指導中にうそをついた児童の足を蹴った」「テストの答案用紙を提出しない児童のほおを軽くつねった」といった報告が上がったという。

　体罰でけがをしたという報告があった児童生徒は５人。平手打ちを受けて口の中を切ったり足に打撲を負ったりした例があったが、いずれも軽傷だったという。県教委などは、体罰をした教諭１１人を厳重注意とした。

　今回の結果について、県教委の江藤義・生徒指導推進室長は「校長や教務主任レベル、各学校で体罰根絶の研修に力を入れた結果、従来はあまり意識していなかったげんこつなども体罰だという認識が広まり、注意するようになった結果ではないか。実態を反映していると思う」と話した。

　１２年度の体罰調査は文部科学省の全国調査の一環として実施したが、１３年度については「研修の効果を確認するため」として県独自で実施した。（稲野慎）

http://digital.asahi.com/articles/ASG585TL1G58TPJB019.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG585TL1G58TPJB019
・嘉手納基地内の少女暴行で起訴　１８歳少年を米司法省(5月13日)
　米司法省は１２日、沖縄県の米軍嘉手納基地（嘉手納町など）で働く少年（１８）を性的虐待や児童ポルノを作成した罪で起訴したと発表した。

　起訴状によると、少年は今年２月、基地内に住む少女に性的暴行を加え、暴行の一部を撮影したとされる。少年は５月７日に基地内で逮捕され、米国の裁判所が日本から本国への移送を命じた。少年の出身地ミネソタ州の複数のメディアによると、少年は同基地内で仕事をしながら基地内の学校に通っていた。同じ学校に通う１７歳の少女に意識がなくなるほど大量の酒を飲ませて、暴行しているところを携帯電話で録画したという。（ワシントン）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11133008.html?_requesturl=articles%2FDA3S11133008.htmlamp;iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11133008
・高校、スマホ禁じず活用　ＬＩＮＥ連絡・辞書アプリ　「社会出たら必須」危険性も指導

（5月17日）　「勉強に支障が出る」と、スマートフォン（スマホ）の校内への持ち込みや使用を禁じている高校は多い。でも、今や大半の高校生が持っているのが実情。それならいっそ使いこなそうと、授業などで活用するケースが出始めている。

　高知市の私立高知中央高校で歯科検診があった４月上旬。生徒のスマホに、担任教諭からのメッセージが届いた。

　「うちのクラスの番なので集まってください」

　検診会場への集合指示が、特定の仲間同士でメッセージをやりとりできる無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」で送られた。

　同校ではスマホや携帯電話を校内に持ち込むことができ、昨年３月からは連絡手段としてラインを使っている。学級や部活単位、教員同士などで計４０以上のグループをつくり、日々連絡をとりあう。今は全校生徒の９８・５％がラインを使うが、その他の生徒にはメールやプリントで連絡する。

　授業でも、生徒の理解を深める教材として、検索や国語辞書、数学クイズなどのアプリを使わせる。

　スマホはインターネットを使った犯罪に巻き込まれたり、ネット依存に陥ったりする危険性も指摘されている。だが、近森正久理事長（６１）は「社会に出たらスマホは必須。今のうちから安全な使い方を教えた方がいい」と話す。スマホを活用しつつ、安全に使う方法も指導しているという。

　内閣府の昨年の調査によると、高校生の９７％が携帯電話を持っており、そのうち８３％がスマホだ。

　「ｉＰａｄなどのタブレット端末を授業で使う学校もあるが、多くの生徒が持つスマホを使えば、予算をかけずに同じことができる」。札幌市立札幌旭丘高校の情報担当、高瀬敏樹教諭（５３）は今月から、授業でスマホを使う予定だ。

　生徒にパソコンでポスターなどを作らせた後、フェイスブックのようなアプリを使い、互いの作品を評価し合う。高瀬教諭は「紙に感想を書かせるよりも、簡単にクラス全員で共有できる」と話す。スマホを持たない生徒には、学校予算で５台購入したアプリを使える機器を貸し出す。効果を検証し、スマホの活用範囲を広げられるか検討する。

　◆制限方法、学校任せ

　埼玉県内の私立高校の男性教諭（４２）もスマホを活用するべきだと考えている。学校全体でラインを使うよう提案したが、ベテラン教諭らから「危険もあるスマホは学校では使えない」と反対された。今はこっそり、日本史の授業で用語を検索させている。「インターネット上には間違いもあるが、正しい情報を選べば教科書以上の理解にもつながる」

　文部科学省によると、高校が授業や学校運営に生徒の私物スマホを活用する例は珍しいという。担当者は「スマホを持たない生徒がいた場合、均等に教えられるかが気になる」と話す。

　高校での携帯電話の取り扱いをめぐっては、文科省が２００９年、「教育に支障が出ないよう使用を制限すべきだ」との指針を決め、全国に通知した。校内での一律使用禁止や授業中の禁止などの対応例を挙げつつ、判断は学校に任せている。広島や福井の県教委などは「原則、校内への持ち込み禁止が望ましい」としている。

　文科省は０８年に全国の公立学校を対象に携帯電話の取り扱いを調べた。高校では、「持ち込みを原則禁止」が２０％、「校内での使用はだめ」が１８％、「授業中の使用はだめ」が５７％だった。

　小中学校については、文科省が０９年の通知で「持ち込みを原則禁止」とした。（佐藤恵子）

　■高校でのスマホの活用例

・部活動の大会で、顧問がラインを使って学校や生徒に試合結果を速報

・数学の授業で電卓のアプリを使用

・修学旅行の自由行動で生徒が担任にラインで居場所を連絡

・保護者から電話で生徒の欠席連絡を受けると、教員同士がラインで情報を共有

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11141345.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11141345
・（ひと）遠藤まめたさん　ＬＧＢＴの若者支援に取り組む(5月20日)

　「多様な性にＹＥＳの日」だった１７日、神奈川県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B8%82.html" \o "横須賀市のトピックスを開く" 横須賀市で多様性を象徴する虹色の旗を振り、全国から集めたメッセージを読んだ。同性愛が国際疾病分類から外され、治療の対象でないと認められたことを祝う国際的記念日だ。「遠い話ではないと気づいて欲しい」。２００７年に始めたアクションは全国１５カ所に広がった。

　「まめた」は小学校時代のあだ名だ。両親は女の子向きの名前をつけてくれたが、幼い頃から性別への違和感は募るばかりだった。母が用意するスカートを玄関の外でズボンにはき替え、小学校に行った。修学旅行では女子と一緒が嫌で、入浴時間に姿を消した。

　１９９８年、埼玉医科大で日本初の性別適合手術――。ニュースを１１歳の自分に重ねることはなかった。大人になれば男になると信じていたからだ。しかし、中学で胸が膨らみ始め「間違いが起きた」と混乱した。高１の冬、インターネットで性同一性障害だと気づき、やっと人生が広がった。

　子どもたちに「大丈夫だよ」と伝えたい。１８歳から、性同一性障害や同性愛などの性的少数者「ＬＧＢＴ」の若者支援に取り組む。今月、その７割が小中高時代にいじめられていた、との調査結果を発表した。自殺の危険性が高く、支援が必要だ。自ら命を絶った友人を思い、「同じことをいつまで繰り返すのか」と問いかける。

　（文・二階堂友紀　写真・仙波理）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11144749.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11144749
・学童保育、３０万人分拡充へ　「小１の壁」解消策（5月20日）
　共働き家庭などの小学生を放課後に預かる「学童保育」（放課後児童クラブ）について、政府は、２０１５～１９年度の５年間で新たに３０万人分の定員を増やす方向で調整に入った。子育てする女性が働きやすい環境を整えるねらい。６月に決める成長戦略に盛り込む見通しだ。

　学童保育は、昼間に保護者が家にいない小学生が放課後を過ごす場。学校内や周辺で自治体やＮＰＯなどが運営する。厚生労働省によると、１３年５月時点で全国に２万１４８２カ所あり、低学年を中心に８８万９２０５人が登録する。共働きの増加で利用者は年々増加。整備が追いつかず、利用したくてもできない児童が８６８９人いる。

子が小学生になると保育所に代わる預け先がなくなり、親が仕事を続けにくくなる問題は「小１の壁」といわれる。政府は産業競争力会議などで解消策を話し合ってきた。

　厚労省などは、利用時間や場所などの制約で申し込みをしていないケースも含む潜在的な学童保育のニーズは３０万人程度とみる。その分の受け入れ先を５年間で用意し、すべての希望者を受け入れられるようにすることを検討している。財源は、保育の新制度の中で消費増税を元手に確保した２３５億円分の予算などを活用する方向だ。

　政府は、文部科学省が所管する「放課後子供教室」と学童保育との一体運営も進める方針。１９年度までに１万カ所を目指す案が出ている。子供教室は、放課後に空き教室などで実施するもので、終了時間が早いが、保護者の就労の有無にかかわらず利用できる。一体化で受け皿を増やす。

　安倍政権は昨年、保育所や小規模保育の定員を１７年度末までに４０万人分増やす「待機児童解消加速化プラン」をまとめた。学童保育のてこ入れはこれに続き、「女性の活躍」を後押しする対策となる。（畑山敦子）

http://digital.asahi.com/articles/ASG5N3WHHG5NUTFL002.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG5N3WHHG5NUTFL002
・（学びを語る）子どもの五月病　体の変調、まずは話を聞くことから　内田良子さん

（5月21日）
　大型連休が終わり２週間。新年度になって間もなく２カ月のこの時期、「五月病」が一番現れやすいという。学校や保護者、周りの大人たちは何に気をつけたらいいのか。

　■心理カウンセラー・内田良子さん

　五月病が体の不調で現れる場合は、頭痛、腹痛、下痢、吐き気のほか消化器や呼吸器など、その子どもの弱い場所に出てきます。心因性の視力低下や難聴になることも。ところが病院で検査するとどこも悪くない時があり、親が「仮病」と解釈したり、医者に「学校へ行きなさい」と言われたりすることもあります。

　クラス替えや部活内の序列の変化など、新学期は人間関係がとても不安定になる。新しい環境になじもうと一生懸命我慢していたけれど大型連休で我慢の糸が切れ、休み明けに学校に行けなくなる。幼稚園児や保育園児でも起こります。

　決まった曜日に腹痛や頭痛が出る時は、原因となる授業が推測できる。体育の場合が多いのですが、着替えや移動で子どもだけになり、教師の目が届かないため、いじめの標的になりやすいのです。

　体が無理と言っているのだから、まず学校を休ませ、じっくり話を聞いてやってください。「いつでも聞くよ」という姿勢で臨む。親が休むことを受け入れると安心します。子どもが抱えた問題を未解決のまま学校に戻すと別な身体症状が出て、さらに不安定な状態に陥りかねません。

　「予兆」に気づくことも重要です。ゲームに熱中して宿題をしなかったり、必要以上に食べたり逆に食べなくなったり。きょうだいげんかが増え、一方的に攻撃的になったりしたら、注意が必要です。

　心と体のバランスを崩した時には上手に休んで快復することを学ばせることが大切です。

　（聞き手・芳垣文子）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11146565.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11146565
・生みの親知りたい」どう応える　特別養子縁組（5月21日）

　生みの親が育てられない子どもが、新しい親と家族になる特別養子縁組。子どもが生みの親について知りたいと望んだ時にどう対応するか、具体的なルールがないなど課題もある。厚生労働省は今月初め、出自のわかる資料を民間事業者が永年保管するよう通知した。

　■母子手帳、住所こっそり調べた

　「出自については、幼い頃からずっと悩んできました」。大阪府の女性会社員（２６）は、そう話す。児童相談所を通じて生後７カ月で、不妊治療をあきらめた育ての両親に引き取られ、その後、特別養子縁組をした。民間事業者が育て親希望者を集めて開く相談会で、自身の体験を時々話す。

　幼稚園児のころ、育ての母に突然、「お母さんから生まれたんじゃないんよ」と告げられた。「生みの母に会いたい」と言うと嫌がられ、「会いたかったら向こうが捜しているはず」と言われた。

　小学生の時は母子手帳などで、こっそり生みの母の名前や住所を調べた。だが「向こうにとっては、忘れたい過去かもしれない」と思うと、訪ねて行く勇気は出なかった。

　３年前に結婚が決まり、夫になる人と、住所地と思われる場所を訪ねた。怖くて呼び鈴を押せず、「誰か出てきたら声をかけよう」と２人で３時間待った。結局誰も出て来ず、その家に母が住んでいるかもわからなかった。

　妊娠すると、聞きたいこと、伝えたいことがあふれ、会いたい気持ちが抑えきれなくなった。「やっぱり育てようって思わなかった？」「妊娠ってすごく大変。ちゃんとおなかの中で大きくしてくれてありがとう」――。

　弁護士に現住所を調べてもらい、便箋（びんせん）３枚に思いをつづって送った。２週間後、「幸せでいてくれるか、ずっと気になっていた」と返事が届いた。今も会えていないが、「忘れずにいてくれた」と実感できたことで、これまでの悩みは消えた。

　育ての親は、大切に育ててくれた。女性は「私の場合は、縁組して良かった」と話すが、特別養子縁組のあっせん方法には、改善すべき点もあると考えている。

　「子ども自身は幼すぎて、どの家庭に行くか選べない。だからこそ透明性の高い制度にして、あっせんに第三者の目が入る仕組みにしてほしい。縁組したことを子どもに知らせない育ての親もいるけれど、子どもには出自について知る権利があるのだと、育ての親に知らせてほしい」

　■厚労省、資料の永年保管通知

　日本も批准する国連の「子どもの権利条約」では、子どもが「できる限りその父母を知る権利」が認められている。だが特別養子縁組をした子どもが生みの親について知りたいと望んだ時、縁組をあっせんした民間事業者や児童相談所がどう対応するか、具体的なルールは定められていない。

　今回の通知で厚労省は自治体に対し、「生みの親がわかる資料の永年保管」や「子どもらに対する相談支援」を民間事業者に指導するよう求めた。これまで資料の保存期間についての取り決めはなかった。

　昨年末には児童相談所の運営指針を改正、当面の間、関連資料を廃棄しないよう求めている。今春から同省の研究班があっせんをめぐる調査研究を始めており、その報告がまとまるまでは廃棄しないように、との趣旨だ。子どもから自身の出自について問い合わせがあった時、民間事業者や児童相談所がどう対応するかも研究班の検討課題だ。

　また、通知では、あっせんを受けた育ての親が、交通費や人件費などの実費を民間事業者に支払う必要がある場合に備え、実費の積算方法や金額の目安を公表することも求めた。金額は事業者によって異なり、受け取らないケースもあった。厚労省によると、支払う額の目安や積算根拠を、育ての親が事前に知ることが難しい例もあったという。

　研究班は１５年度末をめどに報告をまとめる予定。将来的には、民間事業者や児童相談所向けに、あっせんのガイドラインを作ることも考えているという。

　（長富由希子）

　■韓国では法成立、情報を管理

　日本と韓国それぞれの養子縁組を研究する首都大学東京の姜恩和（カンウナ）助教によると、韓国では１２年、生みの親が育てるのが難しいために養子縁組をした子どもの、出自を知る権利を充実させる法律が施行。生みの親の情報などを管理する財団法人を設置して、子ども側が求めれば、生みの親の同意を条件に情報を開示するという。

　「韓国では０６年から縁組が１件成立するごとに、国が民間事業者へ補助金を出している」と姜さん。一方、日本には国が補助する仕組みはない。

　姜さんは「出自を知る権利を保障する仕組みや、事業者の活動の透明化を図った上で、行政が活動費を補助していくことが、日本でも必要だと思う。特別養子縁組は、保護が必要な子どもへの福祉施策。行政が積極的に支援すべきだ」と話す。

　◆キーワード
　＜特別養子縁組のあっせん事業＞　特別養子縁組は、生みの親が育てることが著しく難しい原則６歳未満の子どもが対象。縁組が成立すれば、戸籍に育て親の実子として記載される。２０１２年には計３３９件の特別養子縁組が成立。多くは児童相談所か民間事業者のあっせんを受けた。民間事業者は都道府県への届け出が必要で、厚労省の調べでは、社会福祉法人や宗教法人など計１５事業者（１１年度）。子どもを育てられない生みの親側と育て親を希望する側の双方から電話やメールで相談を受け、子どもを託す相手を決めるケースが目立つ。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11146547.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11146547
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・東京）「手出す前に３数える」　体罰根絶へ専門家が助言（5月24日） 
　都教育委員会が２２日に公表した昨年度の体罰実態調査では、過去に体罰で処分された教職員１２人が含まれるなど、根深い問題が浮かび上がった。どうすれば体罰は根絶できるのか。専門家に今回の事例を示して、防止策を挙げてもらった。

　「自分を蹴った生徒の胸をつかみ、黒板に押しつけた」「理科の実験終了後、指示に従わずマッチを擦った生徒を殴った」……。都教委の調査では、こんな体罰事例が今年度も見つかった。

　体罰がいけないことは、大半の教員は分かっている。では、「思わず」「かっとなって」を防ぐにはどうすればいいのか。

　「頭で駄目とわかっていることと、実際に対応することは別」と指摘するのは、日本体育大の藤田主一教授（教育心理学）だ。生徒に胸をつかまれる、暴言を吐かれるなどの場面を実際に再現した訓練を教員間で繰り返し、慣れることが大切という。「手が出そうになる直前に心で１、２、３と数える、そんな訓練をしたらいい」

　企業研修に詳しく「ほめて！叱って！励まして！　部下が育つ魔法のキメ技」などの著書がある本間正人・京都造形芸術大教授は「子どもとどう話すか、どう接するかという基礎の研修が教員に足りていない」と話す。「『遅刻するな』と１００回怒っても逆効果。遅刻しないためにどうすればいいか、考えさせる『叱り』が大切」とする。

　「叱る技術　騒がしい教室を変える４０の方法」などの著書がある上條晴夫・東北福祉大教授は、「児童を黙らせ、座らせ、上から目線で教える授業が問題。児童を一人前扱いし、落ち着かせることが大切」と、体罰に至らない環境作りや予防を重視する。

　調査結果で目立った点の一つが部活動中の体罰で、全体の２５％を占めた。東京女子体育大の阿江美恵子教授（スポーツ心理学）は「自分の指導方針に絶対的自信を持っている教員は、なかなか体罰をやめられない」と分析した上で、体罰をすれば部活の指導権を取り上げるなどの罰が必要だとする。

　「処罰が怖い、校名が出るから体罰を控える、というだけで体罰の件数が減ったのなら本質的な解決でない」と指摘するのは、教育評論家の尾木直樹さん。「都教委の体罰事例集をもとに複数の教員で『自分ならこう対応する』と議論してほしい。体罰に頼らない指導力をつけることが大切だ」と話した。

　都教委はこれまでも、体罰撲滅を目的にした研修会を開いてきた。今年３月まで都立高の教員だった男性（６５）は「研修会は一方的で双方の議論ができていなかった。もっと学校全体で共通理解を図る機会を作った方がいい」とした。（別宮潤一、川口敦子）

■校名公表は一定の効果

　都教委のまとめによると、都内の公立学校で昨年度に体罰を加えた教職員は１２２人で、前年度より６０人減った。高校１７人（前年度４０人）、中学校６０人（同１１０人）、小学校４２人（同３１人）、特別支援学校３人（同１人）だった。担当者は「昨年度から校名を公表したことなどが、減少につながった」と分析する。

　さらなる体罰への対策として都教委は今年４月、各校にＤＶＤを配布した。「出席簿でたたくことは体罰」「襟首をつかむのは不適切な指導」「暴言は体罰ではないが、問題行為にあたる」「腕をつかんで連れていくことは指導の範囲内」など、具体的な事例を上げることで分かりやすくしている。

　また、調査では、自分の感情を制御できないことを理由に体罰を繰り返している小学校教員が多いことも分かった。都教委は「今後は、アンガーマネジメント（怒りのコントロール）の研修をしていきたい」と話す。

http://digital.asahi.com/articles/ASG5R6253G5RUTIL039.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG5R6253G5RUTIL039
・ＬＩＮＥに示唆、中３自殺　長崎で１月、いじめ原因か（5月28日）
　長崎県新上五島町の町立中学３年の男子生徒が、無料通話アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」を使って同級生に自殺を示唆する書き込みをした後、今年１月に首をつって自殺していたことがわかった。生徒は悪口を言われるなどのいじめを受けていた。学校は当初、いじめは確認できないとしていたが、再調査の結果、いじめがあったと判断した。自殺との因果関係は不明としている。

　生徒は奈良尾中３年だった松竹景虎君（当時１５）。３学期初日の１月８日午前９時２０分ごろ、自宅近くの町営グラウンドでロープで首をつって亡くなっているのが見つかった。

　２８日に町教育委員会が開いた会見などによると、学校は１月に全校生徒４５人へのアンケートと、同級生２０人への聞き取りを実施。「自分は嫌われている」と松竹君がラインに書き込んでいたことなどがわかった。ただ、いじめ被害への言及がないことなどから、学校はいじめは確認できないと判断し、１月下旬に遺族に結果を伝えた。その後、同級生から「いじめがあった」との情報を聞いた遺族が学校に連絡し、学校は３～４月に再調査。複数の同級生が「うざい」などと言ったことを認めた。

　一方、松竹君は自殺前、ラインに「次会う時は死んでからだよ」「一番楽な自殺方法わかる？」などと書き、自作したロープの写真も載せていた。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11160619.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11160619
・長崎）つながり、社会で保障を　チャイルドライン（5月28日）
　自分たちは子どものことを何も分かっていない――。佐世保市立大久保小で６年生の女児が同級生を殺害した事件の後、反省に突き動かされた県内の大人が電話で子どもの声を聴く活動を始めた。佐世保と長崎の「チャイルドライン」。活動は今も続く。

　受け手の女性が受話器に向かって優しく声をかける。「そうね」「それで、あなたはどう思うの？」。見ている記者からは、話の内容を推し量ることはできない。３０分ほど話して受話器を置くと、直後にまた次のベルが鳴る。延々、やむことがない。

　チャイルドラインさせぼが電話を置く建物の一室。毎週月曜の午後５～９時、ここにスタッフが集まってくる。交代で電話の前に座り、かかってくる子どもの話を聴く。

　２００７年９月に活動を始めた。その３年前、地元で起きた事件が契機になった。活動を立ち上げる中心となった元小学校教諭の女性は当時、２人の女児が遊んでいたというインターネットの「チャット」が理解できなかった。困惑し、ただ、子どもたちを取り巻く環境の変化を痛感した。

　事件翌年、チャイルドラインの設立準備を始めた。事件の余熱は高く、子どもの実態やチャイルドラインについて学ぶ公開講座を開くと毎回３０人が受講した。

■電話は「最後の手段」

　チャイルドラインでは、通話の具体的な内容や受け手の素性は非公開だ。代表を務める荒岡重善さん（４５）は「子どもたちとの信頼関係に関わる」と話す。

　全国組織のチャイルドライン支援センターのまとめでは１２年度、全国で８２万件に上る発信があり、うち７万４千件余りで子どもと会話ができた。その１７・８％は人間関係に関するものだった。雑談（１２・３％）、性への興味・関心（９・８％）があとに続いた。いじめも６・８％あった。荒岡さんは「子どもにとって電話は最後の手段。真剣に聴けば、子どもは自分で解決策を考えられる」と話す。

　開設当初は市内限定だったが、０８年に全国統一番号のフリーダイヤル（０１２０・９９・７７７７）を導入。各地からの電話を着信するようになった。地元の子どもの話を聞く割合が減ったいま、地域に根ざした活動は広報だ。毎年、佐世保市と佐々町のすべての小中高生に、フリーダイヤルの番号を書いたカードを学級ごとに配る。

■話を聴く人がいれば

　チャイルドラインながさきは、させぼより一足早く０７年３月に設立された。きっかけは０３年、長崎市で起きた園児誘拐殺害事件。設立に向けた準備を進めていたとき、佐世保で事件が起きた。

　佐世保の事件の加害女児は事件前の５月の連休に、自分のホームページに書き込みを残していた。「ＧＷ三日目。どこにも行ってません。暇」「友達と遊ぶのそんなにスキでわないんで別にいいでやんす」

　こうした書き込みを、チャイルドラインながさき共同代表の中村尊さん（４７）は「自分の中に留めずネットに書き込んだのは、声を聴いてくれる存在を求めていたから」と感じる。

　そのとき話を聴いてくれる相手がいれば、事件は起きなかったのかもしれない。「子どもが求めるつながりを、社会が保障しなければ」と中村さんは言う。（上田輔）

http://digital.asahi.com/articles/ASG5P4599G5PTOLB00C.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG5P4599G5PTOLB00C
＊毎日新聞

・社説:柔道事故で有罪　子供の命預かる自覚を（5月2日）

　頭を打たなくても重大事故は起きる。長野地裁の有罪判決は柔道だけでなく、子供のスポーツ指導のあり方を考えるうえでも重要だ。

　長野県松本市の柔道教室で２００８年５月、当時小学６年生だった男児が投げられ、重い意識障害を負った事故の裁判で、長野地裁は業務上過失傷害罪で強制起訴された元指導員の男性の過失を認め、禁錮１年、執行猶予３年の判決を言い渡した。

　男児は頭部を直接打たなかったものの、脳が激しく揺れて脳内の血管が切れる「加速損傷」により、急性硬膜下血腫を発症した。

　初心者で身長１５０センチに満たない男児に対し、柔道四段で１８０センチの元指導員は「手加減して投げた。事故は予見できなかった」と無罪を主張していたが、裁判長は「技量、体格などが未熟な者が強い力で投げられ、畳に打ちつけられれば、身体に何らかの障害が発生しうることは十分予見できた」と結論付けた。常識的な判断と言える。

　柔道事故の刑事裁判では大阪地裁が１１年１０月、大阪市内の柔道教室で小学１年生の男児に連続して足払いをかけて頭を激しく揺さぶった末に死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた元指導者の男性に罰金刑を下している。柔道指導者が練習中の事故で初めて刑事責任を問われた裁判で、今回が２例目となる。

　名古屋大大学院の内田良准教授の調査によると、１２年度までの３０年間に中学、高校の部活動や体育の授業で起きた柔道事故で少なくとも１１８人が亡くなり、２９６人が重度の障害を負ったことが分かっている。ここには柔道教室や町道場など学校外の事故は含まれていない。

　学校管理下の柔道事故は民事裁判で損害賠償責任が認められる例はあるが、捜査になると「指導の一環だった」などの理由で検察が不起訴とし刑事責任は問われていない。

　柔道は危険なスポーツではない。武道必修化で全国の中学の約６割が柔道を選択している。柔道指導者は有罪判決を我が身のこととして受け止め、安全への配慮が十分かどうか再度確認してほしい。

　文部科学省がまとめた報告書によると、体育活動中の事故は０９年度までの１２年間に全国の小中学校と高校で死亡事故が４７０件、重度の障害が残る事故が１２０件起きている。「スポーツに事故はつきもの」で済ませている限り、柔道に限らず悲劇は繰り返されるだろう。

　今回の有罪判決が現場の指導に影響を及ぼし、萎縮につながるのではとの指摘がある。だが、指導者は子供の命を預かっていることを改めて自覚して個々の体格、技術に見合った指導を進めてほしい。

http://mainichi.jp/opinion/news/20140502k0000m070133000c.html
・余録:銀座の路地に行列ができているので…（5月5日）
　銀座の路地に行列ができているのでラーメン店かと思ったが、それにしては年配の人もかなりいる。小さな映画館で「チョコレートドーナツ」という米国映画を上映していた▲舞台は１９７０年代のカリフォルニア。ゲイ（男性同性愛者）のカップルが、薬物中毒で母親が逮捕されたダウン症の少年を養育しようとして行政当局と裁判で争うが、激しい偏見や弾圧にさらされる。現実にあった出来事を映画化したという▲世界各国の精神医療の現場で用いられている米国精神医学会の診断基準では、７０年代初頭まで同性愛を精神疾患として治療の対象にしていた。誤解や偏見は現在の比ではなかっただろう。少年を性的虐待しているのではないかと裁判で疑われるシーンが映画にも出てくる▲最近は同性婚を合法化する国が増えている。米国でもいくつもの州が合法化し、同性愛の親による養子縁組も数多く認められているという。ゲイのカップルがＨＩＶ（エイズウイルス）に感染した子を熱心に育てたことが社会の信頼を得たともいわれている▲日本では性同一性障害で性別変更した親が特別養子縁組を申し立てた裁判で、親の主張が認められる判決が出ている。しかし、一般の同性愛カップルの場合は里親になることも養子縁組もまず認められない▲大々的に宣伝された映画ではないが、連日大勢の客が座席を埋め、上映される映画館は広がっている。「異端」として迫害される人々の優しさが胸にしみた。ボブ・ディラン作の「アイ・シャル・ビー・リリースト」を主人公が歌うシーンでは、暗い館内のあちこちからすすり泣く声が聞かれた。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140505ddm001070145000c.html
・発達障害:就活に光　人間関係苦手でも適職を　京都（5月6日）
　就職活動に苦戦する発達障害の大学生を、在学中から卒業後まで包括的に支援するプログラムがこの春、京都で始まった。発達障害は外見では分かりにくいことなどから支援が進んでいないが、人間関係が築けなかったり自分に適した就職活動の方法が見つけられなかったりして、学業や就職に失敗する割合が高いのが現実だ。京都でのプログラムは全国的にも先端の取り組みで、利用者は「必要なスキルを身に着け、自分に合った働き先を見つけたい」と意気込んでいる。【福田隆】

　発達障害者の就労を支援する企業「エンカレッジ」（大阪市西区）が４月、京都市下京区に支援事業所「エンカレッジ京都」を開設し、就労トレーニングを始めた。コミュニケーションや仕事体験などの講習会▽企業へのインターン▽就職活動講座▽個別進路相談−−など、同社が２０１２年３月から順次進めてきた学生や卒業生向けの事業を組み合わせ、包括的な支援態勢を築いた。大学の担当者向け研修も実施する。

　同社によると、発達障害がある人の割合を３％と仮定した場合、毎年１万３０００人が大学など高等教育機関に進学すると推計される。同社の親会社などが１２年に実施したアンケート（２５９大学・短大が回答）では、発達障害のある学生は身体障害に比べ、休学・退学率は約３倍、就職率は約５割で、学業や就職活動につまずいている実態が浮かんだ。

　自分に合った勉強法が見つからず学業不振に陥る▽コミュニケーションが苦手で人間関係が築けない▽面接でうまく話せず就職活動に失敗する−−などの事例があり、就職後に退職するケースも多い。特性を踏まえた支援態勢の確立が急務となっていた。

　エンカレッジ京都に通う川野竜太郎（りょうたろう）さん（２４）は立命館大を卒業後、専門学校で中国語を２年間学んだが、人間関係を築くのが苦手で就職できなかった。「話しかける前に考え過ぎないようにすると、自分から声をかけられるようになってきた。長続きする仕事に就きたい」と手応えを感じている。理系の大学院を修了した男性（２５）は就職活動に失敗し、医師から発達障害と診断された。「アルバイト経験もなく、働くということを今はイメージできない。ビジネスマナーや仕事上のやり取りなどを学びたい」と言い、将来は研究経験を生かした検査系の就職を目指す。

同社の窪貴志社長は「学生、大学、企業が、発達障害特有の対応方法を知ることで、かなりの問題は解消されるのではないか」と話す。各事業は有料で、一部は発達障害の診断がなくても参加できる。問い合わせはエンカレッジ京都（０７５・７４６・６６８８）。
　◇発達障害

　生まれつき脳の一部の機能に異常があることで生じる特性で、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、学習障害（ＬＤ）などが該当する。特定分野に突出した能力を持つことがある一方、興味や行動に偏りがあることや、コミュニケーションが苦手で対人関係のトラブルを抱えることが多い。発生率にはさまざまな推計があり、文部科学省の２０１２年調査では全国の公立小中学校の普通学級で６．５％に発達障害の可能性があると推計された。

http://mainichi.jp/select/news/20140506k0000e040121000c.html
・ＳＯＳ・なくせストーカー:再被害防ぐ更生プログラム　加害者８割、脱ＤＶ　暴力容認の価値観変える（5月8日）
　＜Ｓｔａｍｐ　Ｏｕｔ　Ｓｔａｌｋｅｒ＞

　ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の加害者向け更生プログラムに２０１１年から取り組んでいるのが、横浜市のＮＰＯ「女性・人権支援センター　ステップ」だ。受講者は週５回の講座のどれかに原則１回参加し、５２週（約１年）通い続ければ「卒業」となる。ストーカー同様、刑罰による再被害防止には限界があるとされるＤＶ加害者に対する更生プログラムの現場を取材した。【藤沢美由紀】

　「次は、『相手の痛みに無頓着』。当てはまると思う方は」。栗原加代美理事長の問いかけに、テーブルを囲んだ８人の男性全員の手が挙がった。

　ＪＲ横浜線沿線のビルの一室。参加者の手元には「ＤＶ加害者に共通する問題点」としてまとめられた２４項目のリスト。該当すると感じたら手を挙げ、過去の自分の言動を発表していく。

　参加していた男性（３５）は「自分が正しいと思ってきたが、ここに通ううちに違うと気付いた。考え方を変えると妻への感謝が湧いてくる」と話す。

　栗原理事長によれば、１回目の面談では必ず、「怒りのメカニズム」について説明する。思い描く夫婦の理想像と妻の反応など現実とのギャップが怒りの源だと理解させた上で、理想像を変えることを提案する。

　その後は米カリフォルニア州で加害者が強制的に受けているメニューを翻訳して取り入れ、グループワークが中心となる。互いのＤＶ体験について指摘や発表をし合うことを通して、問題点に気づかせるのが狙いだ。

　栗原理事長は「通い始めると大抵、２割はすぐに暴力をやめ、６割は徐々に変化していく。残る２割は変わらないことが多い」とし、「ＤＶの下敷きには女性を見下す考えがあるが、変わろうと努力する男性は変わる」と話す。また、訪れる加害者の約９割は、父親が母親らにＤＶをしていた▽親から虐待を受けていた−−との被害体験の持ち主だといい、植え付けられた暴力容認の価値観を変えることが再犯防止につながるという。

　参加費用は１回（２時間）あたり３０００円。現在通ってきているのは４０〜５０人で、被害者である妻からＯＫが出れば途中での離脱も可能だ。１年間通う人は約３分の１で、これまでに約２０人が卒業した。栗原理事長は「シェルターに逃げても解決にはならない。警察に通報や相談がいった時点で加害者プログラムにつながるようなシステムになれば」と話す。

　◇強制してでも受講を−−「卒業」男性

　「ウサギをライオンから守るには、ライオンをどうにかしなきゃいけない。ライオンがそのままだと、別れてもまた別のウサギを見つけ、犠牲者が増えるだけ」−−。今年３月に「卒業」した神奈川県の自営業の男性（３４）はそう振り返る。

　外では真面目な父が家では母を殴り、家具を壊して暴れるのを見て育った。自身も１０代で交際相手に暴力を振るうように。２０代前半で結婚後も、妻（３０）＝当時＝は殴り、蹴る対象で、何でも思い通りにしないと気が済まなかった。

　２０１０年、出張中に妻と子どもがシェルターへ逃げ、約１カ月戻らなかった。離婚と引き換えに同居の続行を頼み、カウンセリングにも半年ほど通ったがＤＶだという自覚は持てなかった。

　言葉の暴力ならと思い、洗濯のやり方が気に入らないだけで「お前は全然だめだ」と６時間怒鳴り続けた。専業主婦しかしたことのない女が離れていくことなどあり得ないと思い込んでいた。

　１３年１月、元妻は病院でＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス傷害）と診断され、子どもと実家に帰った。取り戻したい一心で、インターネット検索で「ステップ」を見つけ、週１回通い始めた。誤りに気づけたのは怒りのコントロール方法や他人のせいにしない考え方を学び始めてからだ。特に加害者同士のグループワークは自分をさらけ出して悩みを話せる貴重な場だ。

　子どもとの面会などを通じて元妻とやりとりはあり、最近は「夫婦らしい会話ができるようになった」と言われる。子どもに手を上げることもない。

　ストーカー事件が報じられるたび思う。「あの加害者も更生できたかもしれない。強制してでも加害者プログラムにつなげる制度が絶対必要だ」

http://mainichi.jp/shimen/news/20140508ddm041040102000c.html
・東日本大震災:被災児、心身への影響報告　不適切な養育に懸念　仙台のＮＰＯ　／宮城（5月9日）
　仙台市青葉区のＮＰＯ法人「チャイルドラインみやぎ」（小林純子代表理事）が東日本大震災の被災児らへの救援、ケア活動の中で見えたことをまとめた報告書を発行した。タイトルは「子どもとともに〜東日本大震災被災地子ども支援ＮＰＯ〜三年の歩みと未来への提言」。マスメディアが「絆」や「けなげさ」の象徴として報じてきた被災児の不安などの感情や、振る舞いの変化など、影の面にも言及している。

　同ＮＰＯは全国ネットで子どもからさまざまな電話相談を受けるボランティア機関で、震災後は他のＮＰＯなどと連携し被災地支援を続けている。

　報告書は３部構成で、第１部の「東日本大震災からの歩み」では、子どもたちの心身に与えた震災の影響の大きさを紹介。相談内容から県内の子どもの「不安・憂うつ」や「自信がない」気持ちが全国より多いと分析している。

　また妊娠や性感染症が震災２年目に多発したと指摘している。被災地全体が復旧・復興に追われ、「子どもどころでない」状況で、支援ボランティアらによる子どもへの性的加害などが少なからずあったとも記している。

　プレハブ仮設住宅に暮らす子どもの貧困化や暴力、いじめ、孤立に触れ、「学校給食のない日は１日２食」といった不適切な養育に懸念を見せている。

　同書は第２部で行政や各ＮＰＯが取り組む被災者支援に関する連続講座の内容を掲載。第３部の「未来への提言」では、「弱者支援の土台を日ごろからつくろう」などと訴えている。

　小林代表は「子どもへの支援はこれからが本番」と話している。１０００部発行。市販しておらず、問い合わせは同ＮＰＯ電話０２２・２７９・７２１０。【小原博人】
http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20140509ddlk04040076000c.html
・フードバンク山梨:支援の３割、１９歳以下　食料届けた困窮者−−ＮＰＯ調査　／山梨（5月10日）
　生活困窮者に食料を届ける活動を行うＮＰＯ法人「フードバンク山梨」（米山けい子理事長）が９日、支援世帯の調査結果を発表した。米山理事長は「若年女性や子供が貧困に陥っている実態が明らかになった」としている。

　調査は２０１０〜１３年に支援した７８７世帯（１５２６人）を対象に年代や家族構成、就労状況などを調べた。
　支援世帯のうち世帯主とみられる申請者の６３％が男性、３７％が女性だったが、２０〜３０代では女性の方が割合が多かった。女性申請者のうち４３％は母子家庭だった。また、支援対象１５２６人のうち１９歳以下が４６１人と３割を占めており、貧困が子供にも及んでいる実態が示された。

　一方、貧困家庭は失業者が多いことから、フードバンク山梨は昨年から食料支援と併せて就労相談活動も始めている。今回の調査では、当初失業していた２７８世帯のうち８８世帯（３２％）が支援後に就労していたことが分かった。

　フードバンク山梨理事の川村岳人・健康科学大准教授は「食料支援で生活、心に余裕が生まれ、利用者が就労に前向きになれたのではないか」と話している。【松本光樹】

http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20140510ddlk19040005000c.html
・児童ポルノ禁止法:所持だけで処罰も　今国会にも改正案審議入り（５月１９日）
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　メールで送られた少女の裸の画像を削除せずにいたら捕まってしまうのか−−。違法とされる画像・動画を持っているだけで処罰対象になる児童買春・児童ポルノ禁止法改正案が波紋を広げている。被害が増加する中で「子供を守るために必要だ」という肯定論と、「不当逮捕の温床になる」という慎重論が交錯する。今国会で審議入りする可能性があり、提出した与党議員らは早期成立を目指している。【岡礼子】

　◆肯定論

　◇「子供守るため必要」

　児童ポルノ禁止法改正案は昨年、自民、公明、日本維新の会の３党が共同で提出した。最大の論点は、１８歳未満の子供の裸の写真や動画を「自分の性的好奇心を満たすため」に所持することに１年以下の懲役または１００万円以下の罰金を科すことだ。以前買った写真集を家に持ったままにしていることや、パソコンや携帯電話にデータを保存していることも「所持」にあたるとされる。現行法が「写真や動画の提供」や、「提供目的の製造、所持」を処罰の対象にしているのに対し、改正案は一般の人が閲覧のために所持していることも対象に加えるのが特徴だ。

　法改正の背景には被害の増加がある。警察庁によると、２０１３年の同法違反の摘発件数は過去最多の１６４４件。０４年の１７７件の１０倍近い。被害に遭った子供も中高生を中心に６４６人。このうち小学生以下は９２人で０４年（５人）の約１８倍。深刻な状況だ。

　昨年５月には、小学生の女児のわいせつＤＶＤを販売したとして東京都新宿区の男が同法違反（提供）容疑で逮捕された。約７０００人に１８万枚以上を販売したとされる。ネット上の違法画像の通報窓口である「インターネット・ホットラインセンター」（東京都港区）によると、ツイッターや写真共有アプリ、ＬＩＮＥを通じて画像が流通しており、小遣い稼ぎのために自分の裸の写真を送ってしまうケースもあるという。

　提案者の一人の高市早苗・自民党政調会長は「画像は持っている人が処分しない限り消えない。（１９９９年に）現行法ができた当初よりネットが発達し、拡散の危険にもさらされている。これを止めなければならない」と話す。

　同様の改正法案が出るのは今回で４回目。２回目に提出された時、０９年の衆院法務委員会での審議で、有名写真家が少女時代の女優のヌードを撮影したとされる写真集や、１０代の少女の写真ネガを持っているとされることについて、自民党議員が「（１８歳未満なら）有名な方がつくったものであっても、（法の施行から罰則が適用されるまでの）１年以内に廃棄をしていただくことが求められるんじゃないか」と発言して、物議をかもした。

　今回の法案について、高市政調会長は「現在、合法に流通している写真集の所持が違法になることはない」と否定した。

　◆慎重論

　◇「不当逮捕の温床に」

　「児童ポルノ」には「衣服の全部または一部をつけない（１８歳未満の）児童の姿態で、性欲を興奮させるもの」という項目が含まれる。これに対して、日本弁護士連合会は「定義があいまいで広範だ」と批判してきた。この定義のままなら１７歳のタレントの水着姿の写真も違法だと判断される恐れがあるというのだ。日弁連は昨年６月、このまま所持を罰することになれば「捜査権の乱用が危惧され、行き過ぎ」として会長声明を出して反対を表明した。

　園田寿・甲南大法科大学院教授（刑法）は、対象を１８歳未満としていることを「大人と変わらない年齢の写真が罰則の対象になり得ることで『表現の自由』の過剰規制になる恐れがある」と批判する。さらに、定義に「性欲を刺激するもの」としていることで「むしろ規制が必要な性的虐待が抜け落ちる恐れがある」と指摘する。

　改正案の罰則には「自己の性的好奇心を満たすため」との条件が付けられている。このため、研究者やネット掲示板の運営者などが所持・保管している場合は適用除外になる。しかし、メールに添付されて送りつけられ、削除せずにいた場合は「性的好奇心を満たすため」でないことの証明が難しいこともありうる。

　日弁連子どもの権利委員会副委員長の川村百合弁護士は「警察が不当逮捕する危険性がある。裁判所が慎重に判断して仮に有罪にはならなくても、（恥ずかしい内容だけに）逮捕段階で社会的制裁を受けてしまう」と話した。

　児童ポルノの「所持」については、奈良、京都、大阪、栃木の４府県が既に条例で規制している。しかし、いずれも今回の改正案より抑制的だ。奈良・栃木両県は罰則の対象を１３歳未満に限定。大阪府も、児童ポルノを「性欲を刺激するもの」ではなく「子どもの性的虐待の記録」と定義している。

　◇漫画、アニメに拡大懸念も　漫画家団体、相次ぎ反対声明

　改正案の付則には「漫画、アニメと、児童の権利を侵害する行為との関連性を調査する」という文言が盛り込まれている。将来、漫画やアニメの架空の描写を「児童ポルノ」の範囲に加える布石とみられている。

　日本ペンクラブ、藤子不二雄（Ａ）さんら著名な漫画家でつくる「２１世紀のコミック作家の会」など業界団体が相次いで反対声明を発表した。漫画家の赤松健さんも「児童ポルノに見えそうなものは描かなくなり、創作の幅が狭まる」と懸念する。

　こうした批判を受けて、自民、公明、日本維新の会の提出側３党は今月、民主、結いの党を加えて実務者協議を開き、この付則を削除し、付帯決議などに盛り込む方向で議論を進めている。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆児童ポルノ禁止法で処罰される行為と罰則

　◇現在

・児童ポルノの提供

・提供の目的での製造、所持、運搬、輸出入

・提供の目的以外での製造

→３年以下の懲役または３００万円以下の罰金

・不特定もしくは多数の者に提供

・公然陳列

・不特定多数への提供、公然陳列の目的での製造、所持、運搬、輸出入

→５年以下の懲役または５００万円以下の罰金または併科

　◇改正案で追加

・正当な理由のない所持

→禁止のみ

・自己の性的好奇心を満たす目的での所持

→１年以下の懲役または１００万円以下の罰金

http://mainichi.jp/shimen/news/20140519ddm004010040000c.html
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・交流サイト:性犯罪被害の子ども「スマホ入り口」１．７倍４６７人−−昨年下半期（５月２０日）

　２０１３年下半期（７〜１２月）にインターネットの交流サイトを通じて性犯罪などに巻き込まれた子ども（１８歳未満）のうち、スマートフォン（スマホ）でアクセスして被害に遭ったのは、半期ベースで最多だった昨年上半期の約１・７倍の４６７人となり、過去最多を更新したことが警察庁のまとめで分かった。被害者の約６割はサイト利用に伴う危険性について保護者から注意を受けていなかったことも判明。担当者は「保護者は子どもの利用状況に注意を払ってほしい」と呼びかけている。

　ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）を含む交流サイト（出会い系サイトは除く）を通じて１３年に犯罪被害に遭った子どもは１２９３人で、このうち下半期に被害に遭った６９５人について調べた。

　アクセス手段は、１０年の調査開始時から携帯電話が９割前後を占めているが、なかでも近年はスマホによる割合が急増し、昨年下半期は全体の６７％に上った。ＬＩＮＥ（ライン）やカカオトークなどの無料通話アプリが使われることが多かった。

　また、保護者からの指導状況を聞いたところ、「サイト利用を親に話していないので注意を受けたことはない」１１５人（２９・９％）▽「注意を受けたことはなく、放任」１０４人（２７・１％）▽「ゲームサイトだと親に話していた」５人（１・３％）−−などで、有効回答（３８４人）のうち５８％が注意を受けていなかった。

　同時に行った摘発された容疑者７６６人に対する調査では、７割以上が動機について「子どもとの性行」と話し、２割が知り合って当日か翌日に事件に及んでいた。【長谷川豊】

http://mainichi.jp/shimen/news/20140520ddm012040052000c.html
・学童保育:３０万人拡充　女性就労後押し　５年後目標、政府方針（５月２０日）
　政府は、共働き家庭などの小学生を放課後に預かる「放課後児童クラブ」（学童保育）の定員枠を約３０万人分拡充する方針を固めた。整備の目標期間は５年を軸に調整する。安倍政権の成長戦略の柱である「女性の活躍」を具体化する政策の一環で、６月に見直す成長戦略に盛り込む。女性の子育てを支援し、就労を後押ししたい考えだが、予算確保が課題になりそうだ。【佐藤慶】

　安倍内閣は昨年４月、保育所の待機児童解消のため２０１７年度までの５年間で４０万人分の保育の受け皿を整備する「待機児童解消加速化プラン」をまとめた。政府はこれに続き、小学生の「放課後対策」を子育て支援の第２弾と位置付け、「放課後子ども総合プラン」として盛り込む方針だ。

　厚生労働省によると、学童保育は１３年５月現在、全国で２万１４８２カ所あり、登録児童数は８８万９２０５人。共働き家庭の増加とともに１５年前に比べて２・６倍に増えた。政府は保育所の待機児童対策に取り組んでいるが、一方で、小学校に入学した子どもの放課後の預け先が見つからず、女性が仕事を辞めざるを得なくなる「小１の壁」の解消も課題となってきた。

　政府は、定員枠や利用時間の問題などで潜在的に利用できていない児童数を「３０万人程度」と見ており、５年程度でサービスの供給不足の解消を図る。総合プランには、「空き教室」のように少子化で余裕が生じた学校スペースの活用や、都市部では開所時間を延ばすなど運用基準の改定などを盛り込むことにしている。

　◇財源確保難しく　実現へ課題山積

　現在、主に小学１〜３年生が通う学童保育は、利用者数が毎年過去最高を更新中だが、受け入れ態勢が追いついていない。厚生労働省によると昨年度、学童保育を利用できなかった「待機児童」は８６８９人。ただ申し込みを市町村で一本化していないため、実態把握が十分とは言えず、潜在的には４０万人以上が待機状態との試算もある。学童保育が一つもない自治体も１４７にも上る。

　学童保育の運営主体は約４割が自治体だが、小規模なＮＰＯ法人や、保護者が中心で運営しているところも少なくなく、財政や運営基盤の脆弱（ぜいじゃく）さが指摘されている。一方、開所時間が長く、内容も充実させた企業運営の学童保育も増えているが、利用料は高額で公立や保護者運営の月数千〜２、３万円に対し、５万円程度はかかる。

　現行の国のガイドラインでは、適正規模は最大でも７０人。しかし全国学童保育連絡協議会の調べによると７０人を超す大規模保育の利用者が全体の４分の１を占める。場所や人員を確保できないためだ。指導員の７割は年収１５０万円に満たない。国が１５年度に始める子育て支援新制度は約４００億円を学童保育の指導員の待遇改善などにあてる計画だったが、財源のめどが立たず、２７０億円程度まで縮小された。３０万人の量拡大も実現性が問われる。【田村佳子】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇放課後児童クラブ（学童保育）

　共働きや一人親の家庭など、昼間に保護者が家にいない小学生が、遊んだり、おやつを食べたりして放課後や夏休み期間などを過ごす場。保育所は１９４７年に児童福祉法に基づき各市町村に実施が義務付けられたが、学童保育は法的位置付けがないまま、自治体や保護者の取り組みなどで各地で独自に広がった。児童福祉法改正で法制度化されたのは９７年になってからだ。類似事業に文部科学省の「放課後子ども教室」がある。これは学校の空き教室などを市町村が無料開放するもの。

http://mainichi.jp/shimen/news/20140520ddm001010174000c.html
・高体連:体罰指導者は１年間出場停止…根絶ルールを制定（5月22日）
　全国高校体育連盟は２２日、体罰を行った指導者を１年間、全国高校総体（インターハイ）など高体連主催大会への出場を認めないことを柱にした「体罰根絶全国共通ルール」を制定したと発表した。７月１日より施行される。高体連によれば、これまで体罰に対する具体的な罰則はなかったという。

　ルールでは「体罰に軽重はない」との考えで体罰を行った指導者は一律に、教育委員会や学校による処分が確定後、１年間の出場停止を科す。高体連の役職にも充てない。高体連は「罰則をつくるのが目的でなく、ルールの趣旨を徹底して未然に防ぎたい」とした。

　運用にあたっては殴る、蹴るなどのほか長時間の正座や柔道で受け身ができない状態で投げるなどの行為を体罰として例示した文部科学省の「運動部活動での指導のガイドライン」を適用する。

　２０１２年に大阪市立桜宮高バスケットボール部主将の男子生徒が顧問教諭から日常的に殴られた末、自殺した事件を受けて、高体連は運動部活動における体罰根絶に向けた「行動宣言」を発表するなどの対策を進めてきた。【田原和宏】
http://mainichi.jp/sports/news/20140523k0000m050054000c.html
・いじめ対策:全国調査　文科省、実態把握へ　法成立１年（5月24日）
　文部科学省は、昨年６月に成立した「いじめ防止対策推進法」が定める「いじめ防止組織」の設置など対策の推進状況について、全国調査を実施する方針を決めた。昨年９月の法施行後も、いじめ自殺の調査を巡って遺族と教委が対立したり、自治体や学校間でいじめ防止対策の実施状況に格差があったりすると見られることから実態把握を目指す。同省は、６月にも設置する有識者会議で対策強化の検討を開始する。

　国は同法に基づき、昨年１０月にいじめ防止基本方針を策定。自治体に対し、国の基本方針を参考に地域の基本方針を策定することや、いじめ自殺など重大事案が発生した場合に調査する付属機関の設置を求めている。学校は、教職員や福祉の専門家らで構成する防止対策組織を設け、基本方針を策定する−−などとされている。

　法成立から１年になることから、約１８００の全都道府県・市区町村教育委員会と国公私立の全小中高校など約３万９０００校を対象に、これらの整備状況を調査する。教委にはいじめ防止のための基本方針の策定や重大事案の調査をする機関の設置の有無など、学校には防止対策組織の設置の有無などを聞く。防止対策組織は、児童生徒へのアンケート実施や面談など、重大事案に至らないようにいじめの早期発見と迅速な対応を想定している。

　文科省は６月にも、有識者らで構成する「いじめ防止対策協議会」（仮称）を設置する予定で、同協議会では調査結果などを基に実効性のある具体的な対策を検討する。調査は今後毎年継続する方針。

　同法は、２０１１年１０月に大津市立中２年の男子生徒がいじめを受け自殺した事件を受けて制定。大津市教委の隠蔽（いんぺい）体質や不適切な学校の対応が問題視されたため、初めて法制化することで、国がいじめへの抜本対策に乗り出した。

　法では、重大事案が起きた場合、学校や教委が調査組織を設置して迅速に調査し、その結果を被害者側へ適切に提供することを義務付けた。しかし、山形県天童市で中１女子が自殺した問題（今年１月）や奈良県橿原市の中１女子自殺問題（昨年３月）では、いずれも市教委が設置した調査委員会の人選を巡って遺族が「公正ではない」と反発するなど各地でトラブルが続いている。大津市事件の遺族は「いじめ防止対策推進法や国の基本方針が本当に機能しているのかチェックする必要がある」と訴えている。【三木陽介】

http://mainichi.jp/select/news/20140524k0000m040133000c.html
＊産経新聞

・性非行や性虐待被害児への支援拡充を　「性暴力救援センター」全国研修会で議論（4月30日）

　性暴力被害者を支援する「性暴力救援センター」の全国研修会が２９日、大阪市阿倍野区の区民センターで開かれ、精神科医ら専門家４人が、性暴力被害や、性非行に走る少女たちの実態について講演した。

　講演では精神科医の田中究さんがドメスティックバイオレンス（ＤＶ）や性暴力の被害者心理を説明したほか、臨床心理士の山本恒雄さんが性虐待被害児の心身ケアに取り組む救援センターの拡充を訴えた。

　また性暴力救援センター大阪「ＳＡＣＨＩＣＯ」の加藤治子代表は、性非行に走る少女たちについて報告。援助交際などで性感染症となったり妊娠したりしても被害感情が希薄といい、「少女への教育と家族への支援が必要だ」と述べた。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140430/wlf14043008070005-n1.htm
・親が育てられない子供、８５％超が施設入所　里親委託は１４％（5月1日）
　虐待などで家庭で育てるのが難しい子供たちの８５％以上が乳児院や児童養護施設などの施設で生活し、里親委託率は１４％にとどまることが１日、国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ（ＨＲＷ）の調査で分かった。国連のガイドラインでは里親など家庭的な環境下で育てられることが望ましいとされ、米国や英国は里親への委託率は７０％を超える。

　報告書によると、平成２５年には全国で３万９０４７人の子供が親に養育能力がないとされ、このうち約３万４千人が乳児院や児童養護施設などで生活。ＨＲＷが施設の子供や職員、出身者ら２００人以上に行った調査では、施設では子供同士のいじめや大人と信頼関係を結べないなどの問題があった。ＨＲＷは政府に改善を求める提言を発表した。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140501/edc14050121520008-n1.htm
・ストーカー一元対応、垣根取り払い、事件防げ　４月から全国警察（5月1日）

　ストーカーやドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の被害が深刻化する中、警察の新たな対策が動きだした。全国の警察本部は４月までに、被害相談に一元的に対応する仕組みを整えた。部署間の垣根を取り払い、総力戦で凶悪事件を防ぐのが狙いだ。

　東京都三鷹市で昨年１０月、女子高生が警視庁にストーカー被害を相談した日に殺害された事件では、警察の対応の遅れが問題化した。これを受け、警察庁は１２月、窓口だった生活安全部門に、凶悪犯罪に迅速に対処するノウハウを持つ刑事部門も加えた仕組みづくりを指示していた。

　各警察本部は、指揮系統を一本化した「司令塔型」、混成プロジェクトチーム（ＰＴ）を常設する「一元対処ＰＴ型」のいずれかで態勢を整備し、大半の警察本部は司令塔型を採用した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140501/crm14050121120022-n1.htm
・「殴ってみいや」　生徒の挑発に乗った教諭を懲戒処分　全治１０日間の打撲に「体罰の意識なかった」　大阪府教委（5月1日）

　生徒から挑発され、腹部を２発殴って軽傷を負わせる体罰を行ったとして、大阪府教委は１日、府立高の男性教諭（５０）を戒告の懲戒処分とした。

　府教委によると、教諭が昨年７月、冷房がきいていた職員室に涼みにきた１年の男子生徒に対し、「用事がないなら出ていけ。出ていかなければ殴るぞ」と注意したところ、生徒が「殴ってみいや」と挑発。顔を差し出した生徒に、教諭は「顔と違う。ボディーや」と言い、生徒が「よし」と応じて腕を上げ、腹部に力を込めて構えたため、左手の拳で生徒の右脇腹を１発殴った。

　しかし、生徒が「効けへんわ」とさらに挑発したため、教諭は右脇腹をもう１発強く殴り、生徒に全治１０日間の打撲を負わせた。

　府教委によると、教諭は「遊びを通じて出ていかせようと思った。体罰との認識はなかった」と話しているという。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140501/waf14050119110017-n1.htm
・同性愛などの「性的少数者」、７割がいじめ経験（5月5日）
　同性愛や性同一性障害などの性的少数者（ＬＧＢＴ）の約７割が子供のころ、学校でいじめや暴力を受けたことがあるという調査結果を民間団体「いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」（東京）がまとめた。

　調査は昨年１０～１２月にインターネットを通じ、主に関東地方で育った１０～３５歳を対象に実施。小学校から高校までの学校生活について尋ね、６０９人から有効回答があった。内訳は、生まれたときの体の性別が男性は２１９人、女性が３９０人。

　いじめや暴力に遭った経験を複数回答で尋ねたところ、「言葉による暴力」（５３％）と「無視・仲間外れ」（４９％）が多く、「身体的な暴力」は２０％、「服を脱がされるなど性的な暴力」も１１％いた。いずれも経験がない人は３２％で、４１３人（６８％）が何らかの暴力を受けていた

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140505/edc14050520290005-n1.htm
・「どんな環境で育っても夢かなえる権利ある」　養護施設出身者を支援　ＮＰＯ代表　林恵子さん（４０）　（5月4日）
　虐待を受けたり保護者がいなかったりする、主に１８歳までの子供が生活する児童養護施設。彼らの大学、専門学校などへの進学率は２０％程度にとどまり、進学しても約３０％が中退。施設退所後は学費や生活費の負担が重くのしかかるためだ。

　代表を務めるＮＰＯ法人「ブリッジフォースマイル」（東京）は平成２３年から、施設出身者への進学支援プログラム「カナエール」を実施。６、７月には奨学金を希望する子供たちが夢を語るスピーチコンテストを東京、横浜、福岡で順次開催する。

　「どんな環境で育った子供でも夢を持ち、努力してそれをかなえる権利はある。将来に希望を抱けない希望格差、進学できない進学格差を解消したい」

　津田塾大卒業後、人材サービス大手のパソナに入社。約１０年前、参加した研修プログラムでさまざまな問題を抱える児童養護施設の実態を目の当たりにし、１６年、支援のために自らＮＰＯ法人を立ち上げた。

　プログラムの柱は一時金３０万円と毎月３万円の奨学金給付。学費や生活費を稼がないといけない施設出身者にとって大きな支えだが、原資はスピーチコンテストの入場料５千円や１口２千円の継続的な寄付だ。「大勢の前で思いを語ることで目標が明確になり、自信が持てる。そして、支えてくれる大人の存在を知り、劣等感や孤独感、孤立感を払拭できる」

　これまでに３７人が奨学金を受給。「小学校の先生」などの夢を実現させたケースもある。スピーチコンテストは支援の輪を広げる場。「全国の子供たちのために全国で開催する」。自身の夢だ。（竹岡伸晃）

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140504/trd14050409130008-n1.htm
・描くことのできなかった未来が見えた…「ライフストーリーワーク」が里親に育てられた子の人生を再生する（5月4日）
　家庭の事情で児童養護施設や里親のもとで暮してきた子供が、未来に向けて自身の生い立ちを整理する米国発祥の「ライフストーリーワーク」。まだ日本では満足に普及していない先進的な取り組みを、奈良県で里親に育てられた女性（２１）が実践した。家庭の事情で中学時代から親元を離れた女性は、里親の家族や専門家の支援も受け、半年間にわたって記憶を整理。これまで受けた周囲の支援を再認識した。「描くことができなかった未来が見えた」。生きる希望を見いだし、今年４月から医療機関で働き始めた。　　　　　　（奈良支局　山崎成葉）

■米国発祥

　保護者のいない子供や、家庭内で虐待された子供が児童養護施設や里親のもとで育てられた場合、子供は、つらい過去の記憶が断片化したり、消えたりすることが多い。

　施設への入所前に満足な説明を受けず、養育者も頻繁に交代すると、こうした傾向が加速。家族や自身の出自を知らないまま思い悩むこともある。

　そのため、自身の歴史を見つめ直し、未来への活力につなげる試みとして始まったのがライフストーリーワークだ。

　米国では、１９５０年代に里親への委託や養子縁組の準備段階で、子供の歴史を記録する本を作成したのが始まりとされる。英国では養子縁組などをする際、すべての子供にライフストーリーワークを実施することが１９８９年、児童法で義務付けられた。

　期間や実施内容は子供の個別事情に応じてさまざまだが、月に１～２回、時間と場所を決めて、専門知識のある担当者と子供が１対１で、その子供の過去と現在、未来に向き合う。

■「前を向く整理」
　厚生労働省によると、日本には現在、里親や児童養護施設で生活する子供は全国で約７万５千人いる。
　奈良県在住の女性は、実親から離れ、最初は約２カ月間、児童養護施設で暮らした。中学３年からは、両親と３人の子供がいる５人家族の里親家庭で生活してきた。
　それまでの学校生活を、女性は「誰かに怒られたり失敗したりすると、いつも『他人と違うから』と生い立ちのせいにしてしまっていた」と振り返る。

　里親家庭にいる子供３人のうち、女性の“姉”となった枡田ふみさん（３１）も、そんな女性を心配そうに見守り、「怒られた相手の意図や本質を見られるようにならないと」と助言してきた。

　医療機関に就職し、社会人として新生活をスタートさせる前に、女性はライフストーリーワークの取り組みを知り、ふみさんにも相談。「前に進むために（生い立ちを）整理したい」と、半年かけてライフストーリーワークに取り組むことにした。

　ふみさんは社会福祉士と保育士の資格を持っており、事前にライフストーリーワークについても専門書などで勉強。専門家からも助言を受けた。

　ライフストーリーワークに詳しい武庫川女子大発達臨床心理学研究所の研究員、才村眞理さん（６５）の協力も得て、ふみさんと２人で毎回約１時間、２週間に１回のペースで始めた。

■悩みながら
　通常、ライフストーリーワークでは「今」を見つめてから「生い立ちから今までの過去」を整理し、「未来」へとつなげる。

　しかし、「現状ではまだ負担が大きすぎる」という理由で、女性は生い立ちからではなく、里親のもとに来てから今までの整理に先に取り組んだ。

　「私の宝物はなにか」「なぜ宝物なのか」などの項目に、長い時間をかけて悩み抜いたことを書き込み、当時の写真なども貼っていく。

　女性は宝物に「家族、友達」などを挙げた。「考えるのに時間がかかったけど、自分ってこんななんやと気付いた」と女性。

　さらに、自身のアルバムを作るため、これまでの歩みをまとめた年表も作成。学校を卒業した日や入学した日、進路に悩んで里親家庭で家族会議を開いた日などを記入した。

　その中で、里親のもとに来て初めて迎えた１５歳の誕生日が刻まれた。女性が人生で初めて祝ってもらった日だ。家族が集まり、プレゼントが用意され、“お母さん”が好きな食事を作ってくれる。そんな一見当たり前の光景に当時、泣き出したことを思い出した。

「この日のことは鮮明に覚えている。それまで誕生日は、ただの日だと思っていた。みんな１歳や２歳のときから家族に祝ってもらい、楽しそうにしているから大切な日だと分かるけど、自分は経験してないから分からなくて…」
　中学３年で、初めて風邪をひいた日も書き込んだ。昔は実の親にも「寝たら治る」と放置されていたが、里親家庭では“母親”がすりおろしたリンゴやおかゆを部屋まで運んできてくれた。

　こうして積み重ねた記録は、約８０枚の写真とともにアルバムとして仕上がった。

　「この家でしてもらったことで、いつか私も誰かにしてあげようって思うようになった。経験していなかったら、してあげることも知らずにいた」

■未来へ

　ようやく「未来」の項目にたどり着いた。

　医療関係の職業に就くのが小学校時代からの夢だった。里親のもとで暮らすまでは、そんな夢も諦めていたという。

　「中学のときは進学できるか分からなかったし、夢なんて絶対無理だと思って描けなかった。でも、里親家庭との関係がしっかりして、自分のいる場所があるから、未来（の項目）を書くのは楽しかった」と笑顔をみせた。

　ライフストーリーワークに取り組む過程では、自身の気持ちや過去と向き合って感情があふれ出し、泣いたり精神的に不安定になったりすることもあった。

　それでも約７年間の歩みを整理した女性は、「ここまで支えて来てくれた人がいるんだと、いろんな人が思い浮かんだ。社会に出る自立の時に振り返ることができてよかった。また頑張ろうと思えたし、これから悩んだとき『やっててよかった』となる」と話した。

■支援の人材必要
　女性は今後、里親家庭に預けられる以前についても、自身に関する資料が児童相談所で保存される２５歳までをめどに振り返るつもりだ。

　ともにライフストーリーワークに取り組んだふみさんは、一連の過程を振り返り、「生い立ちがあやふやだと自己肯定感が低くなってしまう場合もある。（女性には）何かくすぶっているものを感じることがあった。ワークを実践する中で、感情がドロドロ出てくるので本人もしんどかったり時々泣いたりしたけど、出すことですっきりして、こんなにいろんな人に助けられたり支えられたりしたことに気付いてくれた」と語る。

　取り組みを支援してきた才村さんは「生い立ちを整理することで、生きるに値する人間と思えるようになる。過去と現在、未来をつなぐことができる」とライフストーリーワークの意義を強調。「日本も今後ライフストーリーワークについて、ある程度の専門知識があり、信頼関係を築く技術や家庭環境への理解などを備えた人材が必要になる」と指摘した。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140504/wlf14050418000002-n1.htm
・見過ごされる「男性」の性犯罪被害…少年時代に集中、全国で毎年１００人以上、「自分は変態なのか」思い悩む被害者たち（5月7日）
女性に比べれば少ないものの、男性の性犯罪被害者も存在する。少年時代にいじめの延長で被害に遭ったケースも多く、過去の経験がフラッシュバックのように襲ってくることもあるという。被害者は「自分は変態なのかもしれない」と思い悩んで心に深刻な傷を負う。男性被害者に対するサポート態勢の拡充が求められている

　性犯罪の被害者の大半は女性だが、男性の被害者も存在することは、あまり認識されていない。卑劣な犯行により被害者が計り知れない精神的なダメージを受けることは、男女に差はないはずが、男性被害者の割合が全体の２～３％と少ないことから、被害者に対するサポート態勢が整っていないのが現状だ。本人の恥の意識や周囲の理解が得られないことなどから、泣き寝入りするケースも多いという男性の性被害の実態とは、どのようなものなのか。

■「解剖」という名の全裸強要

　「男がそんな目に遭うわけないだろう」

　「そんな目に遭うのは被害者にも問題があったのではないか」

　中学生時代に同級生から性的ないじめを受けたという２０代の男性はこう思われることが怖くて、周囲に相談できなかったといい、「一生の汚点。消えない重荷を背負うことになった」と苦渋に満ちた表情で当時を振り返る。

　男性は中学生の頃、同級生から「解剖」と称して全裸にされた経験がある。転校し、成長するとともに「嫌な記憶」として封印していた。しかし、ふとした拍子に当時の状況を思い出してフラッシュバックを起こし、一時期は日常生活も危うかったという。

　心底嫌だったはずなのに、当時、性的興奮を覚えていたかもしれないと思うこともあるという。そうした自分を恥ずかしく思い、今でも、いたたまれない気持ちになる。

　男性は現在、結婚し、幸せな家庭を築いている。しかし、「自分は変態なのかもしれない」との不安が常につきまとっているという。

■男性被害は全体の２～３％

　警察庁の統計によると、昨年の全国の強制わいせつ事件の認知件数は７６７２件。このうち、２０９件は男性が被害者だった。過去１０年間の統計でも、認知件数約９２００～約６７００件のうち、毎年、男性の被害者が約２～３％含まれている。

　「男性が性犯罪に遭わないというのは幻想です」

　こう話すのは全国で唯一、性暴力を受けた男性専門の施設「カウンセリングオフィスＰｏｍｕ（ポム）」を２年前、神戸市中央区で開設した山口修喜（のぶき）さん（３７）だ。すでに全国の１４～７２歳の約２２０人から相談を受けたという。

　相談内容は女性が被害に遭うケースと同様にさまざまだ。無理やり性行為を見せられたり、局部を触られたりする被害や、中にはレイプされたという相談もある。

　加害者は、幼少期では親や先生などの保護者。中高生になると、同級生や先輩からで、いじめなどで被害を受けることが多いという。

　特に男性の場合、少年時代に被害が集中しているという。少年時代は加害者の言いなりになりやすく、辛い体験なのに性的興奮を覚えてしまうと、同性に対して性欲を感じるようになることがある。

　また、辛い体験がもとで、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）となり、強烈なフラッシュバックを引き起すこともある。本人の羞恥（しゅうち）心や周囲の無理解が原因で、カウンセリングなど適切な治療を受けられないままで成長すると、日常生活に支障をきたすケースもあるという。

　山口さんは「ＰＴＳＤは、受け入れられない状況に直面したときに発症する。男性が性被害に遭った場合、『まさか自分が』という思いが強い分、発症しやすい状況にあるのではないか」と指摘する。

■男性向けの支援充実を
　一方で、男性被害者への支援は充実しているとは言い難い。山口さんのオフィス以外には、民間の自助グループが年２回ほど会合を開いているに留まっているという。

　全国の警察は、性犯罪被害の相談電話窓口を「性犯罪被害１１０番」や「女性被害１１０番」などの名称で設置しているが、いずれも女性からの相談を想定している。

　兵庫県では、毎年３００～４００件の強制わいせつ事件のうち、男性の被害は５～１７件発生している。兵庫県警は相談窓口「性犯罪被害１１０番　レディースサポートライン」を設けているが、男性からの相談はない。男性専用窓口がないことについて、担当者は「男性が性犯罪の被害者になることは、女性に比べてまれなため、現段階では社会的な必要性が低い」としている。

　山口さんのオフィスでは、ＰＴＳＤによるフラッシュバックを抑えることに主眼を置いてカウンセリングを実施している。相談者に日常生活でも、安心感や安らぎを感じてもらえるようにすることが大事だという。

　「過去の体験を無理に話さなくても良い。フラッシュバックを抑えることができれば、生きるのがもっと楽になるはずだ」と話す。

被害を受けても相談にまで踏み切る男性はまだ少ない現状に、山口さんはこう訴える。
　「男性被害者の存在を知ってほしい。男性が被害を訴え出やすい環境になれば、適切な治療の機会も増えるのではないか」

◇

「カウンセリングオフィスＰｏｍｕ」の詳細はホームページ（http://www.pomu.info/）。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140507/waf14050707000004-n1.htm
[主張]・ストーカー殺人　被害者守る対策を尽くせ（5月8日）

　ストーカーによる凶悪事件が後を絶たない。今月初めには大阪市で３８歳の女性が刺殺される痛ましい事件が起きた。

　警察は対策を進めているが増える相談に対応しきれていない。罰則強化を含めて犯罪を抑止し、被害者を守るさらなる対策が急務だ。

　大阪市の事件で２日、殺人容疑で逮捕された５７歳の男は、女性が勤めるスナックの客だった。警察はストーカー被害の相談を受け、文書による警告などを行い、危険度の高いケースとみて被害女性に刑事告訴や自宅以外への避難を勧めていた。

　ただ女性は「避難しようにも家族がいる」などとし、告訴や避難はなされなかったという。

　警察の対応は一概に責められない。ただ被害者を説得し、脅迫事件として容疑者を逮捕するなど、もっと踏み込んだ対応が必要だったとの指摘もある。検証し、教訓としなくてはならない。

　埼玉県桶川市で女子大生が殺された事件をきっかけに平成１２年にストーカー規制法ができた。その後も「相談しても動いてくれない」などの批判や、警察間の連携の悪さが問題となり、昨年１０月に警察の迅速で積極的な対応を促す改正法が施行された。警察の意識も変わり、相談と捜査を一元化するストーカー対策室を設けるなど取り組みを強めている。

ただ警察が把握するストーカー被害が増え、１０年前の１５年当時に約１万２千件だったのが、昨年は約２万１千件と過去最悪を数えた。事件の見極めも難しい。被害は元交際相手や知人らからが大半で、警察がどこまで踏み込めるか悩みもある。被害者は、ためらわず的確に状況を伝え警察と連携することが欠かせない。
　法改正も検討が必要だ。ストーカー規制法は罰則が懲役６月以下か５０万円以下の罰金（禁止命令違反の場合、懲役１年以下か１００万円以下の罰金）で外国に比べ軽い。オランダは拘禁７年以下、豪州も州によっては１０年以下だ。

　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）防止法のように、被害者の申し立てで裁判所が判断し、保護命令が出せる仕組みも参考になる。法規制以外にも、執着心が強いストーカー加害者に対し、医師ら専門家による治療、カウンセリングを行うことに抑止効果があるとの指摘もある。総合的な対策を強め、惨劇を未然に防ぎたい。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140508/crm14050803170002-n1.htm
・［衝撃事件の核心 west］「わいせつ目的」隠し供述二転三転…三重・女子中生致死事件、県警・遺族振り回した少年の“心の闇”、殺人で起訴できず遺族無念(5月10日)
　「遺族にとって殺人でしかない」。三重県朝日町で昨年８月、同県の中学３年の女子生徒＝当時（１５）＝の遺体が見つかった事件で津地検は４月２５日、強制わいせつ致死罪などで当時県立高校３年だった少年（１８）を起訴した。逮捕後の取り調べでは、「のらりくらりとした供述」（県警捜査員）で動機をはっきり明かさず、謝罪もしなかった少年。逮捕容疑は強盗殺人だったが、「殺意を証明できない」として過失罪での起訴となったことに、女子生徒の両親の怒りは収まらない。審理は今後、地裁での裁判員裁判に舞台を移すが、少年の心の闇はどこまで解明されるのか。
「納得できない」

　「法的には（致死罪という）過失犯。納得できない」

　少年の起訴を受け記者会見した女子生徒の両親＝ともに（４５）＝はこう述べ、悔しさをにじませた。会見には弁護士も同席、「今でも娘が元気な産声を上げて生まれてきてくれた日を、昨日のことのように覚えています」と、津家裁の審判で両親が陳述した内容を読み上げると、遺影を抱えた母親は涙を浮かべ天井を仰いだ。

　一方、逮捕容疑の強盗殺人などが認定されず、過失罪で起訴となったことには、県警捜査員も「あいまいな供述に振り回された」と悔しそうだった。

　起訴状などによると、少年は昨年８月２５日午後１１時ごろ、同町を歩いていた女子生徒を襲って空き地に連れ込み窒息死させ、財布から現金約６千円を奪ったとされる。県警は約半年後の今年３月２日に少年を逮捕したが、取り調べで動機の解明が難航した。

「だいそれた事件の容疑者となりながら、落ち着いた表情は信じられない」。こう漏らす捜査員もおり、冷静であるにもかかわらず動機など核心部分をはぐらかす少年に県警は手を焼いた。
転変した罪状

　捜査本部は逮捕直後、現金が奪われたことを追及し、「遊ぶ金が欲しかった」との供述を引き出し、３月３日に強盗殺人容疑などで送検。津地検も同容疑を認定し、２３日に津家裁へ送致した。

　成人とは違い少年犯罪では観護措置として留置し、成育状況などを調べ審判を開く。少年は２週間の観護措置の決定を受けたが、それがさらに２週間伸びた。捜査本部での動機面の取り調べと同様に、少年の本心に迫れないため措置が伸びたとみられる。関係者によると、津市の津少年鑑別所に収容されていた少年は、「食事は普通にとり、泣きわめくなど取り乱した様子も見せたことがないが、夜中に目を覚ますことがあった」という。

　家裁での審判は４月１５日から始まり、少年は「申し訳ないことをした」と初めて謝罪した。１６日には、女子生徒の遺影を持参した両親が「正直に真実を話してほしい」と意見陳述した。この過程で、犯行はわいせつ目的だったことが明らかになったが、少年は「家族に目的を知られるのが嫌だった。殺すつもりはなかった」と話したという。

　３回目の審判が開かれた１８日、津家裁は少年に強制わいせつ致死と窃盗の疑いで検察官送致（逆送）とする決定を下し、津地検が２５日、その罪状で起訴した。津地検の柴田真・次席検事は「殺意を証明する証拠を集めることができなかった。遺族に引き続き処分の理由を誠実、丁寧に説明したい」と話した。
心の闇は
　少年は、女子生徒の遺体発見現場の近くに祖父母や両親、妹ら７人で住んでいた。中学時代は野球部で活躍。プロ野球選手も輩出し、甲子園に出場したこともある強豪校の県立高校に進んだが、野球部には所属しなかった。しかし、野球部の地方大会には決まって応援に駆けつけていた。

　卒業後は自動車販売会社に整備士として就職することが決まっていた。卒業式は逮捕前日だったが、少年は平然と出席していたという。

　結果的に取り調べを翻弄し、遺族を怒らせた少年だが、同級生らの評判は総じて良かった。ある同級生は「どちらかというとごく控えめで、優しいやつだった」と証言。「おとなしい」「怒ったところをみたことない」ともいわれ、少年を知る同級生らは逮捕に驚きを隠さなかった。

　一方で、いじめられていたとの証言もある。同級生の使い走りをさせられていたといい、親しい友人には「反抗すると面倒くさい」と打ち明けていた。また卒業記念の冊子には「１年間イジってくれて、ありがとう」などと記し、屈折した心情ものぞかせていた。

　こうした少年像と犯行とのギャップを感じたのは、友人たちだけではない。「自分がどれだけ大変なことをして、今後どうなるのかを考えていないのではないか」。大筋の容疑を引き出しつつも、最後まで動機を解明できなかった捜査関係者間からは、こんな声も出た。

　家裁で動機が判明した後、ある捜査員は「大きな犯行を受け止められず、別人の犯行に置き換え逃げていたのかもしれない」と話した。

犯行後も普段通りの生活を続け、逮捕後の取り調べでも捜査員を手こずらせた少年。その心の闇には何があるのか。
　犯罪心理学が専門の奈良女子大の岡本英生准教授は「犯行後、人の死ということに目をそむけ、心の壁を作り、やっていないと強く思い込んでいたのではないか」と分析。背景に映像やゲームで人の死が氾濫する社会環境をあげ、「現実の死がどういうことか、他者の死の悲しみが、よく分かっていない世代が増えている。少年も犯行対象の少女の死という現実から逃れ、心に壁を作った可能性がある」と指摘する。

　少年の祖父は町内会の役員を務め、地域活動の講師に立つなど慕われていた。その祖父は４月中旬、回覧板に「孫のことでご迷惑をおかけしました」と前置きし、家族で転居することを伝えた。その後、自宅は夜も電気がともらず、不在になった。

　少年の犯行は今後、裁判員裁判で審理され、詳しい動機の追及などが行われるが、捜査関係者によると、少年は検察の取り調べの供述調書にサインをせず難航する可能性もあるという。

　「なぜ私の娘だったのか」

　女子生徒の両親は起訴後の会見で、裁判員裁判で被害者参加制度を利用して意見陳述する意向を示した。「娘との生活を返してもらうことも、死んでわびてもらうこともできない。ならば、すべて正直に話してほしい」。二転三転した少年の供述に翻弄され、少年の動機が信じられないという父親は、やり場のない怒りを抑えるように訴えた。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140508/waf14050807000003-n1.htm
・突然、路上に置き去りにされる子供…　ＳＯＳ知らない母親（５月１３日）

貧困にあえぐシングルマザーたち…　専門家「まずＳＯＳを」

　ある日突然、親の手で路上に置き去りにされる。そんな子供がじわじわと増えている。アベノミクスによる円安を背景に、大手企業がベースアップにわく一方で、貧困にあえぐシングルマザーは少なくない。専門家は「唐突に子供を捨てる前にまずＳＯＳを発して」と訴えている。

託児所見つからずトイレに女児を放置　理由は「彼氏に会いたい」

　毎日１０万人以上の乗降客が行き交うＪＲ新大阪駅（大阪市）。その３階の公衆トイレで３月２８日夜、１歳の女の子が置き去りにされているのが見つかった。

　発見の１時間前、近くの大阪府警淀川署の交番に「託児所はありませんか」と尋ねてきた２０代の飲食店従業員が母親だった。署員は迎えに来るよう何度も電話で要請したが、引き取りに現れたのが翌日。同署は保護責任者遺棄容疑で逮捕した。母親は「彼氏に会いたかった」と話した。

　知人らによると、出産直後に夫と別れたシングルマザー。「生活に困窮していた」との証言もある。どういう心境でトイレに放置したのかは定かでない。母親は不起訴になったが、女児とは離れて暮らしているという。

増える「棄児」　相談窓口あることを知らない
　厚生労働省によると、親から置き去りにされた児童の数は、毎年２００人前後に達する。保護段階で親の身元が分からない児童はこれとは別に「棄児（きじ）」と呼ばれ、その数は年々増加している。同省が統計をとり始めた平成２１年度は２５人だったが翌年度は２８人、２３年度は３０人となり、２４年度には４４人を数えた。

　棄児が保護される場所はカプセルホテルや託児所の前などさまざま。年齢に応じて乳児院や児童養護施設に預けられる。親が分からないため、なぜ子供を放置するに至ったのか理由は分からない。ただ、乳児院の関係者らによると「後から親が判明したケースでは、生活苦のシングルマザーが多かった」という。

　全国の母子世帯は１８年度には約１１５万世帯だったが、２３年度の調査では約１２４万世帯に増えた。母子世帯の母親の平均年収は約１８０万円とされる。

　親が育てられない子供を匿名で受け入れる「こうのとりのゆりかご」（赤ちゃんポスト）を設置する熊本市の慈恵病院でも、２４年度には９人の子供が預けられたが、親の半分は困窮を訴えていた。母親の中に既婚者はおらず、離婚や未婚などのシングルマザーばかりだった。

望まない妊娠・出産をした女性のために特別養子縁組の仲介を行うＮＰＯ法人「Ｂａｂｙぽけっと」（茨城県）の岡田卓子代表は「どこに助けを求めたらいいのか、知らない母親があまりにも多い。ＳＯＳを発する先は行政であれば児童相談所があり、私たちのような民間の団体もある。まずは『助けて』と大声で叫んでほしい。相談できる窓口があることを知ってほしい」と話す。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140513/waf14051312460020-n1.htm
・Ｖｏｌ．７　知ることで広がる自然な配慮　アスペルガー症候群を優しく解説（5月14日）
　コミュニケーションにハンディキャップを持つといわれるアスペルガー症候群。だが、アスペルガーの人がどんな困難を抱えているのか想像することは難しい。アスペルガーの子供の視点から、どんなことに困っているのかなどをわかりやすく解説してくれる『なにがちがうの？　アスペルガー症候群の子の見え方・感じ方』（ミネルヴァ書房　監修：内山登紀夫　編：尾崎ミオ　１８００円＋税）が刊行された。一般社団法人Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ理事長、東ちづるがたくさんの人に読んでもらいたいと薦める一冊だ。

　≪生まれつきの脳の特性≫

　ハンス・アスペルガーという医師の名に由来するアスペルガー症候群は、「自閉症スペクトラム障害（ＡＳＤ）」と総称されることもある。スペクトラムは「連続体」という意味で、同じ特徴がつながっていることを指す。アスペルガーは自閉症スペクトラムのうち知的な遅れを伴わなかったり、目立たなかったりするものを示すことが多い。

　特徴はおおむね３歳までに表れる。もちろん専門医が判断する。その子供が持つ生まれつきの脳の特性とされるが、外見からはわかりにくいため、本人や家族が苦悩しているケースが少なくない。一般的には、「こだわりが強い」「空気を読むのが苦手」「自分の身体をコントロールしにくい」といった特徴がある。ところが、それを説明しても、「そんな子たくさんいるわよ～」「いつか治るわよ」と軽くあしらわれたり、「親のしつけができていない」と、親の責任を追及してくる人もいる。
　私はよく自虐的な冗談を言う。笑いをとり、その場を盛り上げるためだ。ある時、アスペルガーの友人が、「そんなふうに自分を卑下することはありません。みんなも笑っては失礼です」と言った。

　私は「なんて優しいの！」と癒やされた気持ちになったが、アスペルガーについて知らず、「場がしらけた！」と不愉快になる人もいるようだ。

　「空気が読めない」と、職場や学校でいじめにあうアスペルガーの人も少なくないという。こんな話も聞いた。友人の祖母のお葬式。率直過ぎる友人の息子は「次はおじいちゃんだね」と。おじいちゃんも親戚も彼には悪気なんてないと知っているので、怒り出すことはない。

　この“知っている”ということがとても大切なのだろう。詳しくなくても、なんとなくでいいから、知ってほしい。

“ちがい”を分かりやすく
　アスペルガーの青年を描いたスウェーデン映画『シンプル・シモン』（ユーロスペース渋谷などで順次公開中）で、主人公のシモンは胸に「ボクはアスペルガーです」とデザインされた缶バッジをいつも付けている。すると初対面の人も配慮してくれるのだ。そう、遠慮ではなく配慮を。

　『アスペルガーの子の見え方・感じ方』では、アスペルガーの子供が直面する小学校でのよくあるトラブルについて、本人がどう感じているのかをイラストで紹介している。本人たちが語ったエピソードを参考に構成されており、彼らの認知の特性や感覚を理解しやすいように工夫されている。周りからは、勝手でわがままにみえる行動にも、ちゃんと理由があるのだ。“ちがい”は困ったことや大変なことではなく、ユニークなことだと優しく教えてくれる本だ。配慮が日常的に当たり前のことになれば、笑顔も広がるはずだ。（一般社団法人「Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ」理事長　東ちづる／フォトグラファー　山下元気／ＳＡＮＫＥＩ　ＥＸＰＲＥＳＳ）

http://sankei.jp.msn.com/life/news/140514/bdy14051417250004-n3.htm
・容易でない家探し、離婚へ「共同生活」する母子たち…家賃３万～４万円、礼金・保証人「必要なし」

(5月18日)
　白を基調とした明るいリビング。どっしりとしたソファ。夕食を終え、小林真美さん（２９）＝仮名＝は、ソファに座り、テレビを見ていた。隣の和室では、長男の駿ちゃん（１）＝同＝が、積み木や車のおもちゃで遊んでいる。

　ほっとくつろぐ、家族の風景。だがこの家に住んでいるのは、小林さん親子だけではない。２０代の女性との共同生活だ。

距離を置く必要

　大阪市港区にあるシェアハウス「モン・プラース」。主にシングルマザーを対象としたシェアハウスとして昨年８月、オープンした。小林さんは、仕事が長続きしない夫（３５）に不安を募らせ、「一家の大黒柱としての自覚を持ってもらうために」家を出ようと決意。一旦、実家に戻った後、今年２月、駿ちゃんと入居した。小林さんは「料理をたくさん作った日にはおすそわけしたり、息子と遊んでもらったり。一緒に暮らす人がいるのは本当に心強いです」。暮らしが整い、今月から、パートの仕事も始めた。

　「モン・プラース」は昨年８月、オープンした。マンションを改修し、６室の個室を配置。共有の台所やリビングダイニング、トイレ、風呂なども備える。冷蔵庫やテレビ、ベッドなども用意されている。

　家賃は３万８千円～４万２千円。礼金や仲介手数料、また保証人の必要もない。現在は独身の２０代女性と、小林さん母子の計２組が入居しているが、夏ごろにはさらに２組の母子が入居予定だ。

モン・プラースをはじめ、大阪府や兵庫県内でシェアハウスの管理運営を行っている「アドミリ」の社長、菊竹貴史さん（３７）は、「さまざまなものを共有しながら孤立せずに生活できる母子のための住宅が社会にあっていいはず」と語る。
　小林さんがモン・プラースに入居した後、夫は全寮制の会社に契約社員として就職し、生活費を送金してくるようになった。「決して悪い人ではないんです。別居という形で距離を置くことで、今後を考えられるようになりました」。最近は、夫の収入が安定したら、親子３人で住もうかと考えている。

公的支援は不十分

　別居や離婚を決めても、母子が新たな住まいを探すのは容易ではない。民間賃貸住宅の場合は、所得証明を求めたり、保証人が必要なところが多く、敷金や礼金も必要になる。民間よりも家賃が低い公営住宅は、人気のある物件だと抽選になり、入居までに時間がかかる。さらに、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）を受けて身を隠す場合は、友人の名義でアパートを借りるなど、住まいの確保は深刻な問題だ。

　一人親家庭を支援するＮＰＯ法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」（大阪市浪速区）理事長で神戸学院大学の神原文子教授（家族社会学）は、「離婚後の母子の住まいについて、公の支援は十分とはいえないのが現状」と指摘する。「離婚を決意したら、家探しを考えて資金を確保してほしい。それが難しい場合、しばらくでも身を寄せることのできる場所の確保が必要。住まいは新しい生活の基盤となる、大切なものですから」と話している。

厚生労働省の平成２３年度の全国母子世帯調査によると、母子世帯は約１２３万８千世帯。このうち約８１％が離別、死別が約８％だった。死別を除く、離婚などによる母子世帯の住居の状況を調べたところ、母親名義の持ち家に住んでいるのは８・６％。父子家庭の場合、３７・３％が父親名義の持ち家に住んでおり、大きな開きが見られた。母子世帯の住居で最も多いのは、「借家」で３３・８％。「公営住宅」が１８・６％、「公社・公団住宅」は２・６％だった。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140514/wlf14051413330023-n1.htm
・子供の貧困なくして　学生ら、基金設立を提言（5月18日）

　経済的な事情で大学に進めないといった子供の貧困をなくそうと、あしなが育英会（東京）と大学生らが17日、都内で集会を開き、政府に「子どもの貧困対策基金」の設立を求める提言を発表した。提言では、ほかに①子供の貧困率（2009年時点で15.7％）の削減など具体的な目標の設定②日本学生支援機構の奨学金をすべて無利子化③18歳で支給が止まる遺族年金や児童扶養手当を20歳まで延長―などを求めた。今年１月施行の「子どもの貧困対策推進法」に基づき、政府は支援策を盛り込んだ大綱案を７月につくる予定で、今回の提言は独自の大綱案としてまとめた。集会には全国から約200人が参加し、下村博文文部科学相や国会議員らも出席。集会後、参加者は都内をパレードし、支援策の充実を訴えた。http://photo.sankei.jp.msn.com/highlight/data/2014/05/17/29kodomo/
［若手記者が行く］
・「スマホ＝ネット」トラブルを回避する力を子供につけさせるために…神戸市教委が教える“自律”

（5月18日）
　スマートフォン（高機能携帯電話、スマホ）の普及と利用者の低年齢化が進む一方で、子供たちがネットトラブルに巻き込まれるケースが後を絶たない。そんななか、神戸市教委は小・中学生を対象にした「ネットいじめ防止プログラム」に乗り出した。専門家による出前授業だけでなく、教員や親による研修会、独自教材の作成なども手がける。こうした取り組みを通じて、「子供たちが適切にネットを使うため、自らルールを考える力を養ってほしい」と子供たちに“自律”を促すのが狙いだ。

（神戸総局　前川康二）

ネット安全教室に真剣な児童たち

　今月８日、神戸市兵庫区の市立兵庫大開小学校で、「第１回インターネット安全教室」が行われた。

　ネット問題に詳しい兵庫県立大学の研究グループや県警少年育成課員らが講師を務め、６年生約１３０人が授業を受けた。

　ネット炎上を招いたソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）への写真付き投稿を具体例にあげ、本人にとっては軽い気持ちで投稿をしてもその情報は世界中の人が見ることができ、最悪の場合は一生消せない“烙印（らくいん）”になることを映像を交えて説明。このほか、オンラインゲームによる高額課金、食事や就寝時にもスマホを手放せない「ネット依存」、無料通話アプリによって友人関係にトラブルが生じる事例などが紹介された。

講師たちが「安全に使うためのルールは、自分たちで考えていかなければならない」とまとめると、児童たちも真剣に耳を傾けていた。授業終了後、児童たちは「ネットは便利な部分もあるが、間違った使い方でとんでもないトラブルになるということがわかった」「けんかや行き違いがあったら、ちゃんと会って謝ることが大事」と口々に感想を話し合っていた。
　講師を務めた佐野香織さん（２６）は「スマホによるネットトラブルは子供たちにとっても身近な問題なのだろう。真剣に授業を聴き、活発に発言するなど関心の高さを感じた」と授業の効果に手応えを感じていた。

　同教室は、クラスの担任教員が児童の状況把握を行い、スマホやインターネットをどう使えばよいのかを話し合う事前・事後授業も行うという。インターネット安全教室は、今後２年間で市立小全１６７校で実施する方針だ。

深刻なスマホ利用者の低年齢化

　市教委の取り組みはこれだけではない。今年度中には小中学校の教員や保護者などで子供のネット環境について学ぶ研修会を実施するほか、ネットいじめ防止に関する教材を作成し、小中学校に配布することも検討している。

　市教委が、子供たちへのネット教育にこれだけ力を入れるのは、スマホの普及が急速に進み、ネット利用者の低年齢化が深刻化していることがあげられる。

　内閣府が１０～１７歳の子供を対象に行った平成２５年度調査では、スマホを含む携帯電話の所有率は年々増加し、前年度比４・７ポイント増の５９・５％。そのうち、スマホを持つ割合は５６・８％で、前年度の約１・５倍、２２年度の約２０倍に増加している。

神戸市内でも同様の傾向を示している。同市が２４年１０月に行った独自調査では、市内学生のスマホ所有率は中学２年生で６０・５％、小学５年生で４６・３％。それが２５年４月に同じ学生を対象に行われた全国学力・学習状況調査では、中学生３年生（当時中学２年生）が６８・８％、小学６年生（同小学５年生）が５３・５％と、それぞれ６カ月間で大幅に増加していることが判明した。
　ある市立小学校の教諭は「小学４年生を境に、スマホを持つ児童が急に増えるように感じる」と指摘。「塾などの習い事が増えるため、親が必要性を感じて子供に持たせるケースが多いのでは」としている。

　確かに情報通信技術の発達で、誰でもが気軽にインターネットを使えるようになった。その半面、ネット上にはさまざまな悪意が潜んでいるのも事実だ。

　警察庁の平成２５年の統計では、ＬＩＮＥなどの無料通話アプリを使ったコミュニティーサイトに起因して犯罪被害を受けた児童は１２９３人にも達した。前年比２０・２％もの大幅増加で、とても見過ごせない事態になっている。

子供のころからネットモラルの教育を

　さらには、軽はずみな投稿による“ネット炎上”という危険性もはらんでいる。

　昨年、アルバイトの学生がコンビニエンスストアのアイスクリームのショーケースに入ったり、そば店の食器洗浄機に入ったりした画像がＳＮＳに投稿され、世界中に出回ったことは記憶に新しい。これらの事例では、店舗側はＦＣ契約の解約や倒産という事態にまで発展。また、学生も損害賠償を請求されたり、学校を退学になったりするなど社会問題にもなった。

これらの投稿は無論、投稿者らの行動そのものにも問題がある。しかし、当事者たちはネット特有の拡散性を認識していなかったという側面もある。いわば正しい倫理観と、正しいネットの知識が欠如する中で起きた騒ぎともいえる。
　こうしたネットトラブルから、社会的に未熟な子供たちを守るにはどうしたらいいのか。専門家は「スマホを本格的に使い始める前に、まずは子供たちにネットモラルを教育する機会が必要」と指摘する。

　ネットとかかわらずに社会生活を送ることが難しくなった現代社会。そんななかで、子供たちがどのようにネットに付き合っていけばよいのか。　

　市教委は「子供一人ひとりの置かれている環境が異なり、しかも時代の変化が激しい中で、画一的な規制で縛るのは無理がある。家庭、学校の意見を聞きながら、子供たちが自主的にルールを決めて守っていってほしい」と話している。

　自分たちでルールを考え、それを守る。ネット安全教室を通して、子供たちに“自律”を教える試みは緒についたばかりだ。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140518/wlf14051812000010-n1.htm
＊読売新聞

・家出で性暴力被害２６人…救援センター報告（4月30日）
　性暴力被害者の支援活動に取り組む全国の団体が集まった初の研修会が２９日、大阪市阿倍野区の区民センターで開かれた。医療的なケアや警察への届け出など多様な支援を担う「性暴力救援センター」は２０１０年４月に大阪で初めて開設されたが、現在も計１０都道府県にとどまる。研修会には約２６０人が参加し、支援のあり方や連携の必要性などが話し合われた。

大阪府松原市の阪南中央病院内にある「性暴力救援センター・大阪」（通称・ＳＡＣＨＩＣＯ）の加藤治子代表は、設立から４年間で支援した計７７９人のうち、家出した１３～１７歳の少女が２６人に上ると報告。

　家庭や学校に居場所がないケースが目立ち、「心の隙間を埋められる」と、スマートフォンの無料通話アプリを通じて知り合った複数の男性と性的関係を持っていた少女もいたという。

　加藤代表は「少女らは性的関係に『同意した』と言えるほど成熟していない。性暴力の被害者と認識し、家族へのサポートを強化すべきだ」と強調。終了後の取材には「各都道府県に１か所は同様のセンターを設けるべきだ。地域ごとに支援したいというボランティアらをまとめる仕組みが必要」と訴えた。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20140430-OYO1T50013.html
・苦しむ子に未来の扉（5月3日）
和歌山の弁護士　伊藤あすみさん
伊藤あすみさん（２９）は弁護士として、和歌山市内で昨秋開かれた「子どもシェルター」に入所した子に１対１で寄り添う。運営するＮＰＯ法人「子どもセンターるーも」の事務局の一員で、「ここで出会う子たちはきちんと支援したい」と奔走する。

　子どもシェルターは、虐待などで家庭に居場所がない１０代後半の子どもを緊急に受け入れる民間施設。「るーも」は女子専用で、すでに７人が入所した。

　やって来た子どもたちは、虐待を受けたり自傷行為をしたり、様々な苦しさを抱えている。接すると、大人の側が誤解し、信頼をなくす行為をしていることも多いと気付く。心の内を話した後、「誰にも言わんとって。もうどうでもいいねん」と周囲の大人へ強い不信感を示す子も多い。

　「子どもは想像以上に色々考えている。自分の物差しで決めつけてはいけない」。彼女たちが滞在する２週間から２か月の間に、その後に進む最善の道が見つかるよう、裁判の合間や休日に何度も会い、子どもたちの話をじっくり聞く。

　人の悩みを聞いて解決できる弁護士になりたいと、２０１１年１２月、一歩を踏み出した。窃盗や暴行などの非行行為を繰り返し、少年鑑別所に送られた少年の付添人として面会を重ねるうち、親から暴力を加えられたり、突然独りで生きるよう言われていたり、厳しい現実が背景にあることを知った。

　「安心で安全に暮らしてきた私とは全く違う。１０代半ばの子たちがこんなしんどい環境に置かれているなんて」。衝撃を受けた。

　そんな中、先輩弁護士に誘われて子どもシェルター設立準備に加わった。東京都や福岡県など各地のシェルターを見学して勉強し、１３年１０月にシェルターの開設にこぎつけた。「まずはこのシェルターを地域に根付かせ、将来的には子どもたちと同じくしんどさを抱える親の支援にも幅を広げたい」と力を込める。

　女性で若いためか、所属するきのくに法律事務所（和歌山市）などで、相談者らから「弁護士に見えない」と言われることもあるが、「親しみやすいという意味だとプラスに捉えてます」と前向き。

　争い事を扱うことも多い中、気分転換は２歳から始めた水泳。週に数日、１日３０００メートル、「仕事がしんどい時ほど」無心に泳ぐ。

　「大」がつくスポーツ好きで、兵庫県出身だが、司法修習を受けた和歌山に就職を決めたのも、海の美しさとマリンスポーツの盛んな点にひかれたから。近く県内で開催されるトライアスロンに初挑戦する予定で、「忙しくても、やりたいことができていて充実しています」と声を弾ませる。

　「子どもを取り巻く問題の解決はライフワーク。頑張りたい」。決意は固い。（落合宏美）

http://www.yomiuri.co.jp/job/wlb/topics/20140503-OYT8T50061.html
・こどもの日　無限の可能性を大切に育もう（5月5日）
　「そのいっぽ　みらいにつづく　ゆめのみち」――。「こどもの日」から始まる児童福祉週間の今年の標語だ。千葉県の７歳の女の子が作った。子供の無限の可能性が感じられる。それを大切に育みたい。

　各地の小学校で近年、「２分の１成人式」という催しが広まっている。２０歳を祝う成人式の半分の１０歳を迎えたことを記念して、４年生を対象に行われる。１０年ほど前、国語の教科書で紹介されたのを機に盛んになったという。

　子供が将来の夢や家族への感謝の言葉を発表したり、保護者が子供に、その成長を振り返る手紙を贈ったりするのが一般的だ。

　「自分の人生に対する責任を自覚したことで、宿題やお手伝いを進んでやり始めた」「叱っても以前のようにふてくされず、素直に聞くようになった」

　保護者を対象にしたアンケートからは、式をきっかけに自立へ向けて歩み始めた子供たちの様子が伝わってくる。

　自らの夢を膨らませ、将来への決意を新たにする。子供の成長にとって大きな意味を持つ取り組みと言えるだろう。

　ただ、子供たちが安心して勉強に励めるような、安定した家庭ばかりではないのも事実だ。

　所得が国民全体の中央値の半分に満たない。そうした貧困家庭で暮らす子供の割合は、増加傾向にある。２００９年には、これまでで最悪の１５・７％に達した。ほぼ６人に１人にあたる。

　経済上の理由で高校や大学に進学できず、安定した仕事に就けないケースも目立つ。親から子への「貧困の連鎖」を断ち切らなければならない。

　子どもの貧困対策法が１月に施行され、必要な施策を実施することが国の責務となった。７月にも具体策を定めた大綱が決まる。実効性のある内容が求められる。

　埼玉県は、民間団体に委託して、生活保護世帯の中学生向けに無料の学習教室を開き、高校進学率を向上させた。教員ＯＢらが勉強を教え、定期的に家庭訪問もする。きめ細かい支援は他の自治体の参考になろう。

　貧困に限らず、生活上の困難を抱える家庭は孤立しがちで、支援が届きにくい。妊娠・出産期から子供と親を見守り、早期に適切な支援につなぐ体制を作る。児童虐待を防ぐ上でも重要な課題だ。

　生まれてきたことを歓迎され、大切にされていると、すべての子供が実感できる。そんな社会を築くことが、大人の責任である。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20140505-OYT1T50001.html
　・震災1年、大学生の「海馬」が萎縮…恐怖癒えず（5月6日）

震災前から仙台市内に住む大学生に、記憶をつかさどる脳の「海馬」が、震災後１年たってから萎縮する傾向がみられることが、東北大加齢医学研究所の調査で分かった。

　同研究所は、震災の恐怖が癒えず、長期にわたりストレスを受け続けた結果とみている。

　調査は、震災前から仙台市内に住む大学生の男女３７人（平均２１歳）を対象に、震災前後の２００９年から１２年まで、脳を磁気共鳴画像（ＭＲＩ）で撮影して比較した。

　海馬は一般的に、１０歳代後半をピークに徐々に萎縮する。震災後３～４か月では大きな変化はなかったが、１年後に測定したところ、右側の海馬の体積が５％程度小さくなっていたという。調査対象には津波にのまれたり、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症したりする学生はいなかったが、震災当時、仙台市内にいなかった学生と比べても、萎縮は顕著だったという。

　研究結果は２９日、英科学誌ネイチャー系医学誌「モレキュラー・サイカイアトリー」電子版に掲載された。

　同研究所の関口敦講師（４０）（脳画像解析医学）のグループは「津波被害を受けた被災者なら、さらに脳が萎縮している恐れがある。被災者には継続的なケアが必要だ」としている。

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=97719
・「親も一緒に悩ませて」（5月9日）
◇中３いじめ自殺１年　父親、生徒たちに訴え

いじめを受けていた廿日市市立中学３年の女子生徒（当時１４歳）が自殺してから８日で１年を迎えた。生徒が通っていた中学校では生徒会主催の集会が行われ、女子生徒の父親（４６）は、生徒たちに向け、「悩み事があればためらわず、親に相談してほしい」と訴えた。（山本美菜子）

　「この日が近づくのがつらかった。いじめに関わった子どもたちは進学し、やり場のない思いが残っている」。女子生徒の母親（４４）はこの日、自宅で涙ぐみながら話した。学校からは３月に卒業証書が贈られたが、「娘の身に起きたことはまだ全部分かっていない」との思いもあり、心の整理はついていないという。

　市教委の調査委員会の報告書によると、女子生徒は２年の１学期頃から部活動内で複数の生徒から悪口や無視、仲間はずれなどのいじめを受け、昨年５月７日、自宅で自殺を図り、翌日に死亡した。報告書は「いじめが自殺に至る精神的苦痛の誘因となった」とした上で、女子生徒から相談を受けていた教諭や学校の体制が不十分だったとした。

　いじめ対策を巡っては、昨年９月にいじめ防止対策推進法が施行され、学校ごとに複数の教職員や心理、福祉の専門家らで構成する組織を置く▽教育委員会は必要な場合、加害生徒に出席停止などの措置を活用する――ことなどが求められるようになった。

　これらに加えて、市教委は報告書の提言に沿った対策として、いじめ問題に対応する「いじめ対策グループ」を設置した。メンバーは警察ＯＢや教員経験者ら４人で、学校にアドバイスをしたり、対応が適切か検証したりする。いじめが見つかった場合、学校には従来の月１回の定期報告の際ではなく、即時の報告を求めており、６月には、いじめが起きた場合の具体的な対応を学ぶ研修も実施する予定だ。

　女子生徒の死から１年となった８日、市内の小中学校では命の大切さを考える授業や集会が行われ、女子生徒が通っていた中学校の集会には、生徒や保護者ら約４５０人が参加した。

　女子生徒の父親は集会で、生徒たちに「親に悩みを相談して、親も一緒に悩ませてほしい。解決にならなかったとしても、親は一番の味方。娘が出来なかったことだからこそ、皆さんに伝えたい」と話し、保護者たちには「あまり話したがらない娘のことを気にして、学校に頻繁に相談しなかったことを悔やんでいる。皆さんには同じ思いをしてほしくない」と訴えた。

　集会後、父親は「集会に参加した生徒さんの真剣な目を見て、先生たちの努力を感じたが、これからばかりを見るのではなく、娘に起きたことにしっかり向き合うことから始めてほしい」と話した。

http://www.yomiuri.co.jp/local/hiroshima/news/20140508-OYTNT50228.html
・「学力」より「優しさ」　保護者意識調査（5月9日）
　学力より、人間力？。小中学生と保護者を対象に香川大教育学部の加野芳正教授が行った意識調査で、親は子どもの将来像について「勉強ができる」ことより、心の優しさや規範意識を重視していることがわかった。子ども自身が抱く理想像とは異なり、加野教授は「親は人生経験から、思いやりやコミュニケーション能力が十分にないと社会でうまくやっていけない、と感じているのでは」としている。（松浦彩）

　調査は、マナーに関する意識を調べる目的で２０１２年６～７月に、香川と東京、長野、兵庫、鹿児島の５都県の小５～中３生と、その保護者を対象に実施。今回は中学生１７２６人と、小中学生の保護者２２９３人の回答を分析した。

　保護者に「育てたい子ども像」について九つの類型を示して尋ねたところ、「とてもあてはまる」とした回答の割合が最も高かったのは、「心が優しい」で８３％。「社会のルールを守る」が８２・４％で続き、「勉強ができる」は２２・４％に過ぎなかった。

　ところが、中学生に「なりたい人物像」を同じ類型で尋ねると、「勉強ができる」を「とてもあてはまる」とした割合が最も高く、６８・８％。次が「社会のルールを守る」で６３・４％だった。加野教授は「子どもは目先の目標として、成績を意識しがちな現状がうかがえる」としている。

　「マナーを学ぶべき場」を尋ねた設問では、保護者の９割が「家庭」を選んだ。一方、中学生に「マナーをよく教わる場」を聞くと、「家庭」（４４・６％）と「学校」（４２・９％）がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(きっこう),拮抗)。具体例として「道徳の授業」のほか「部活」を挙げた生徒が多かった。

　文部科学省は、大津市で起きた中学生のいじめ自殺をきっかけに、現在は正式教科ではない「道徳」を、数値による評価を伴わない「特別の教科」として充実させる方針だ。他者と共に生きることを考え、行動に移せる子どもの育成が目標という。

　加野教授は「子どもにとって学校は、家庭で学んだマナーの実践の場と言え、親が思う以上に部活などを通じて多くを学んでいるようだ。親も家庭の役割の重要性を自覚しており、今後の道徳教育では家庭との連携が大切になる」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/local/kagawa/news/20140508-OYTNT50134.html
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